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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

  

連結会計期間別 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

経常収益 (百万円) 217,200 210,249 207,078 443,131 411,692

正味収入保険料 (百万円) 153,531 150,391 149,238 302,662 296,428

経常利益 (百万円) 8,943 5,821 7,432 30,832 15,205

中間(当期)純利益 (百万円) 5,426 3,042 4,721 11,673 7,028

純資産額 (百万円) 126,484 132,936 154,713 135,221 143,633

総資産額 (百万円) 1,113,567 1,134,505 1,160,774 1,124,829 1,136,742

１株当たり純資産額 (円) 284.41 300.46 349.11 307.22 324.28

１株当たり中間(当期) 
純利益 

(円) 12.20 6.89 10.65 26.32 15.90

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 12.19 6.88 10.65 26.28 15.88

自己資本比率 (％) 11.36 11.72 13.33 12.02 12.64

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 9,095 13,033 21,398 23,431 10,806

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,408 △10,336 △38,943 △33,075 10,177

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,118 △2,612 △3,056 △4,443 △2,518

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 71,142 49,756 47,614 49,417 68,172

従業員数 (人) 6,821 6,810 6,867 6,825 6,716



(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 正味損害率＝(正味支払保険金＋損害調査費)÷正味収入保険料 

２ 正味事業費率＝(諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費)÷正味収入保険料 

  

回次 第87期中 第88期中 第89期中 第87期 第88期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

正味収入保険料 
(対前期増減率) 

(百万円) 
(％) 

153,339 
(0.63)

150,159
(△2.07)

148,873
(△0.86)

302,375 
(△0.94)

295,788
(△2.18)

経常利益 
(対前期増減率) 

(百万円) 
(％) 

8,008 
(△6.95)

5,762
(△28.05)

6,706
(16.39)

29,681 
(1,608.98)

14,921
(△49.73)

中間(当期)純利益 
(対前期増減率) 

(百万円) 
(％) 

4,861 
(△8.29)

3,148
(△35.22)

4,305
(36.72)

10,969 
(―)

7,014
(△36.05)

正味損害率 (％) 54.00 56.72 57.04 56.04 60.94

正味事業費率 (％) 34.59 34.38 34.28 35.12 34.59

利息及び配当金収入 
(対前期増減率) 

(百万円) 
(％) 

7,566 
(△7.57)

9,181
(21.35)

10,197
(11.08)

14,624 
(△2.47)

18,898
(29.23)

資本金 
(発行済株式総数) 

(百万円) 
(千株) 

41,334 
(491,272)

41,334
(491,272)

41,334
(491,272)

41,334 
(491,272)

41,334
(491,272)

純資産額 (百万円) 122,025 130,083 150,052 131,835 140,394

総資産額 (百万円) 1,036,567 1,044,142 1,049,091 1,041,828 1,037,266

１株当たり純資産額 (円) 274.38 294.01 338.59 299.52 316.97

１株当たり中間(当期) 
純利益 

(円) 10.93 7.13 9.71 24.73 15.87

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 10.92 7.12 9.71 24.70 15.85

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― 7.00 7.00

自己資本比率 (％) 11.77 12.46 14.30 12.65 13.54

従業員数 (人) 6,683 6,663 6,686 6,676 6,566



２ 【事業の内容】 

(1) 当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。 

(2) 主要な関係会社の異動 

＜損害保険事業＞ 

保険及び保険関連事業 

異動はありません。 

  

資産運用関連事業 

富士マネジメントサービス株式会社(関連会社)は、売上高に占めるシェアードサービス業務の割合が過半と

なりましたので、「資産運用関連事業(融資関連事業)」から「総務・事務受託等関連事業(事務受託・計算関連

事業)」に事業の位置付けを変更しました。 

  

総務・事務受託等関連事業 

・富士火災ビジネスサービス株式会社(子会社)は、平成17年７月１日付で「富士火災システムサービス株式

会社(子会社)」を吸収合併し、同時に「富士火災ビジネスソリューションズ株式会社(子会社)」へ商号変

更しました。 

・富士火災システムサービス株式会社(子会社)は、平成17年７月１日付で「富士火災ビジネスサービス株式

会社(現 富士火災ビジネスソリューションズ株式会社)＜子会社＞」に吸収合併され、会社消滅しまし

た。 

  

＜生命保険事業＞ 

異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

オリックス株式会社(その他の関係会社)の議決権所有割合が24.7％から24.6％に変更となっております。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 
平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)

であります。 

  

(2) 提出会社の状況 
平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、取締役、執行役及び休

職者等は含まれておりません。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

損害保険事業 6,691 

生命保険事業 176 

合計 6,867 

従業員数(人) 6,686 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間の業績につきましては、経常収益は2,070億円となり、前中間連結会計期間に比べ31億円、

1.5％の減少となりました。また、経常費用は1,996億円となり、前中間連結会計期間に比べ47億円、2.3％の減少と

なりました。この結果、経常利益は74億円となり、前中間連結会計期間に比べ16億円、27.7％の増加となりまし

た。これに特別利益、特別損失、法人税及び住民税等、法人税等調整額並びに少数株主利益を加減した中間純利益

は47億21百万円となり、前中間連結会計期間に比べ16億79百万円、55.2％の増加となりました。 

  

事業の種類別の業績は次のとおりであります。 

① 損害保険事業 

グループの主要事業である損害保険事業におきましては、お客さまの「積立型商品(満期時に満期返れい金をお

支払いするタイプ)」に対するご要望にお応えした『積立医療保険』や、これまでの「一般用総合自動車保険

(FAI)」および「家庭用総合自動車保険(FAPNEO)」をベースに、お客さまへの一段と充実した補償・サービスのご

提供をコンセプトとして開発した自動車保険『ベリエスト』を発売するなど、主力商品の拡販に努めてまいりま

した。その結果、傷害保険では医療保険を中心に増収を継続したほか、新種保険が増収に転じ、自動車保険の減

収幅も改善しました。 

しかしながら、自動車保険及び自賠責保険の減収を補うには至らず、正味収入保険料は1,492億円となり、前中

間連結会計期間に比べ11億円、0.8％の減少となりました。 

正味支払保険金は、前中間連結会計期間から横ばいの778億円となりました。自賠責保険において増加したもの

の、前年のような大規模な自然災害の発生がなかったことによるものであります。 

また、資産運用では、利息及び配当金収入が104億円と前中間連結会計期間に比べ13億円増加したほか、有価証

券売却益もネットで増加しました。 

なお、当中間連結会計期間より固定資産の減損会計を適用しましたが、過年度より資産査定の評価を厳格に実

施していたため、減損会計による減損損失は３億円に止まりました。 

② 生命保険事業 

生命保険事業におきましては、子会社である富士生命保険株式会社において新契約高は個人保険が928億円、個

人年金保険が３億円、団体保険が49億円となりました。また、当中間連結会計期間末保有契約高は個人保険が１

兆3,160億円、個人年金保険が157億円、団体保険が2,111億円となりました。 

収支の状況につきましては、生命保険料は142億円となり、前中間連結会計期間に比べ21億円、17.8％の増加と

なりました。 

生命保険金等は14億円となり、前中間連結会計期間に比べ１億円、9.7％の減少となりました。 

  



(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ205億円減少し、476億円となり

ました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは213億円の収入となり、前中間連結会計期間と

の比較では83億円の増加となりました。この要因は、営業債権の回収によってその他資産(除く投資活動関連、財務

活動関連)が減少したこと等であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により389億円の支出とな

り、前中間連結会計期間との比較では286億円の減少となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により30億円の支出とな

り、前中間連結会計期間と比べ４億円の減少となりました。 

  



２ 【保険引受の状況】 

(1) 損害保険事業の状況 

① 保険料及び保険金一覧表 

  

(注) 諸数値は事業部門間の内部取引相殺前の金額であります。 

  

  種目 
正味収入
保険料 
(百万円) 

構成比
(％) 

対前年
増減(△)率
(％) 

正味支払
保険金 
(百万円) 

構成比 
(％) 

対前年 
増減(△)率
(％) 

前中間連結会計期間 
  

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

火災 21,565 14.34 0.46 9,319 11.97 28.82

海上 800 0.53 △0.50 454 0.59 △30.11

傷害 13,046 8.67 5.49 3,974 5.11 △9.79

自動車 84,083 55.91 △3.55 47,084 60.49 △2.33

自動車損害賠償 
責任 

23,904 15.90 △2.79 12,690 16.30 31.27

その他 6,991 4.65 △1.86 4,314 5.54 △13.38

計 150,391 100.00 △2.05 77,838 100.00 3.58

当中間連結会計期間 
  

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

火災 21,327 14.29 △1.10 8,261 10.61 △11.35

海上 812 0.55 1.60 397 0.51 △12.56

傷害 14,148 9.48 8.45 4,374 5.62 10.08

自動車 82,796 55.48 △1.53 45,475 58.42 △3.42

自動車損害賠償 
責任 

22,762 15.25 △4.78 14,717 18.91 15.97

その他 7,392 4.95 5.73 4,612 5.93 6.90

計 149,239 100.00 △0.77 77,839 100.00 0.00



② 元受正味保険料(含む収入積立保険料) 

  

(注) １ 諸数値は事業部門間の内部取引相殺前の金額であります。 

２ 元受正味保険料(含む収入積立保険料)とは、元受保険料から元受解約返戻金及び元受その他返戻金を控除したものであり

ます。(積立型保険の積立保険料を含む。) 

  

  種目 金額(百万円) 構成比(％)
対前年 

増減(△)率(％) 

前中間連結会計期間 
  

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

火災 34,071 18.21 △1.63 

海上 742 0.40 1.18 

傷害 32,159 17.18 △10.13 

自動車 84,589 45.20 △3.73 

自動車損害賠償責任 27,712 14.81 △1.36 

その他 7,869 4.20 △11.03 

計 
(うち収入積立保険料) 

187,144
(24,929) 

100.00
(13.32) 

△4.50 
(△17.42) 

当中間連結会計期間 
  

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

火災 34,636 18.64 1.66 

海上 709 0.38 △4.38 

傷害 33,098 17.81 2.92 

自動車 83,307 44.83 △1.52 

自動車損害賠償責任 25,986 13.98 △6.23 

その他 8,098 4.36 2.92 

計 
(うち収入積立保険料) 

185,837
(24,003) 

100.00
(12.92) 

△0.70 
(△3.72) 



(2) 生命保険事業の状況 

① 保有契約高 

  

(注) １ 諸数値は事業部門間の内部取引相殺前の金額であります。 

２ 個人年金保険については、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の責任準備金を

合計したものであります。 

  

② 新契約高 

  

(注) １ 諸数値は事業部門間の内部取引相殺前の金額であります。 

２ 新契約の個人年金保険の金額は年金支払開始時における年金原資であります。 

  

(参考) 提出会社の状況 

(1) 保険引受利益 

  

(注) １ 営業費及び一般管理費は、中間損益計算書における営業費及び一般管理費のうち保険引受に係る金額であります。 

２ その他収支は、自動車損害賠償責任保険等に係る法人税相当額などであります。 

  

  

前中間連結会計期間末
(平成16年９月30日現在) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日現在) 

金額 
(百万円) 

対前年増減
(△)率(％) 

金額
(百万円) 

対前年増減 
(△)率(％) 

個人保険 1,254,820 4.59 1,316,060 4.88

個人年金保険 15,883 △0.63 15,786 △0.61

団体保険 201,677 1.96 211,148 4.70

団体年金保険 ― ― ― ―

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

  
新契約＋転換
による純増加 
(百万円) 

新契約
(百万円) 

転換による
純増加 
(百万円) 

新契約＋転換
による純増加
(百万円) 

新契約 
(百万円) 

転換による
純増加 
(百万円) 

個人保険 100,209 100,209 ― 92,804 92,804 ―

個人年金保険 472 472 ― 341 341 ―

団体保険 7,868 7,868 ― 4,926 4,926 ―

団体年金保険 ― ― ― ― ― ―

区分 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

(百万円) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

(百万円) 

対前期増減(△)額 
(百万円) 

保険引受収益 180,871 178,782 △2,089 

保険引受費用 156,656 152,021 △4,634 

営業費及び一般管理費 24,361 24,607 245 

その他収支 △591 △1,006 △414 

保険引受利益 △738 1,146 1,885 



(2) 保険料及び保険金一覧表 

  

  

  種目 
正味収入
保険料 
(百万円) 

構成比
(％) 

対前期
増減(△)率
(％) 

正味支払
保険金 
(百万円) 

構成比 
(％) 

正味損害率
(％) 

前中間会計期間 
  

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

火災 21,523 14.33 0.59 9,305 11.97 45.15

海上 790 0.53 0.82 423 0.55 57.16

傷害 13,046 8.69 5.49 3,974 5.11 34.61

自動車 84,049 55.97 △3.57 47,083 60.58 61.79

自動車損害賠償 
責任 

23,904 15.92 △2.79 12,690 16.33 58.37

その他 6,845 4.56 △2.72 4,241 5.46 67.19

計 150,159 100.00 △2.07 77,719 100.00 56.72

当中間会計期間 
  

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

火災 21,294 14.30 △1.07 8,217 10.59 41.14

海上 784 0.53 △0.72 362 0.47 50.85

傷害 14,148 9.50 8.45 4,374 5.64 34.36

自動車 82,755 55.59 △1.54 45,458 58.58 60.65

自動車損害賠償 
責任 

22,762 15.29 △4.78 14,717 18.97 69.82

その他 7,128 4.79 4.13 4,466 5.75 67.34

計 148,873 100.00 △0.86 77,597 100.00 57.04



(3) ソルベンシー・マージン比率 
  

(注) 上記の金額及び数値は、保険業法施行規則第86条及び第87条並びに平成８年大蔵省告示第50号の規定に基づいて算出してお

ります。 

なお、当中間会計期間から保険業法施行規則等の改正によりソルベンシー・マージン比率の算出方法が変更されておりま

す。このため、前中間会計期間末と当中間会計期間末の数値はそれぞれ異なる基準によって算出されております。 

  

＜ソルベンシー・マージン比率＞ 

・損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払や積立型保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立ててお

りますが、巨大災害の発生や、損害保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が発生

した場合でも、十分な支払能力を保持しておく必要があります。 

  

・こうした「通常の予測を超える危険」を示す「リスクの合計額」(上表の(B))に対する「損害保険会社が保有してい

る資本・準備金等の支払余力」(すなわちソルベンシー・マージン総額：上表の(A))の割合を示す指標として、保険

業法等に基づき計算されたのが、「ソルベンシー・マージン比率」(上表の(C))であります。 

  

・「通常の予測を超える危険」とは、次に示す各種の危険の総額をいいます。 

  
前中間会計期間末

(平成16年９月30日現在) 
(百万円) 

当中間会計期間末 
(平成17年９月30日現在) 

(百万円) 

(A) ソルベンシー・マージン総額 269,850 310,625

資本の部合計 
(社外流出予定額、繰延資産及び 
その他有価証券評価差額金等を除く) 

111,084 116,363

価格変動準備金 1,106 1,535

異常危険準備金 116,257 119,586

一般貸倒引当金 1,004 245

その他有価証券の評価差額(税効果控除前) 30,738 60,324

土地の含み損益 △13,363 △12,978

負債性資本調達手段等 ― ―

控除項目 ― ―

その他 23,022 25,549

(B) リスクの合計額 

 
69,546 76,518

一般保険リスク(R1) 17,028 16,312 

予定利率リスク(R2) 1,040 1,003 

資産運用リスク(R3) 30,862 34,119 

経営管理リスク(R4) 1,614 1,749 

巨大災害リスク(R5) 31,769 36,041 

(C) ソルベンシー・マージン比率 
  [(A)/{(B)×1/2}]×100 

776.0％ 811.9％

①保険引受上の危険 

 (一般保険リスク) 

：保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険 

 (巨大災害に係る危険を除く。) 



  

  
・「損害保険会社が有している資本・準備金等の支払余力」(ソルベンシー・マージン総額)とは、損害保険会社の資

本、諸準備金(価格変動準備金・異常危険準備金等)、土地の含み損益等の総額であります。 
  
・ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に活用する客観的な判断指標のひとつでありま

すが、その数値が200％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされております。 

  

②予定利率上の危険 

 (予定利率リスク) 

：積立型保険について、実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回

りを下回ることにより発生し得る危険 

③資産運用上の危険 

 (資産運用リスク) 

：保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することに

より発生し得る危険等 

④経営管理上の危険 

 (経営管理リスク) 

：業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記①～③及び⑤以

外のもの 

⑤巨大災害に係る危険 

 (巨大災害リスク) 

：通常の予測を超える巨大災害(関東大震災や伊勢湾台風相当)により発生

し得る危険 



３ 【対処すべき課題】 

収益力ある成長による株主価値向上の実現に向け、平成17年度を起点とする新たな「３ヵ年経営計画」を策定し、

革新的な商品の開発、プロフェッショナルなチャネルの育成による営業力の強化、信頼されるクレームサービスの提

供に取り組んでまいります。また、引き続き生産的・効率的な業務運営の実現に向け、事業費の低減に取り組んでま

いります。 

昨今の経済的、社会的また政治的環境の急速な変化に的確に対応し株主価値を一層向上させるためには、透明性が

高く、かつ迅速な意思決定が可能な経営執行機能と健全な経営監視機能をバランスよく備えた経営機関が不可欠と考

えます。 

こうした基本的考え方のもと、当社は「委員会等設置会社」へ移行し、会社業務を執行する執行役と、これを監督

する取締役会の役割を分割し、取締役会の監督機能を強化するとともに、執行役による経営の機動性を高めておりま

す。この新しい体制により経営の透明性ならびに内部統制機能強化を図り、経営改革を一層推進してまいります。 

なお、当社は保険金の追加支払を要する事案が発生したことにつき、平成17年11月、金融庁より保険業法に基づく

業務改善命令を受けました。 

当社といたしましては、今回の行政処分を厳粛に受け止め、お客さま並びに関係者の皆さまに深くお詫び申し上げ

ますとともに、再発防止に向け、全社をあげて取り組んでまいります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更は

ありません。 

  

(2) 前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等のうち、当中間連結会計期間に完了したも

のは次のとおりであります。 

① 改修 

  

  

② 売却 

  

  

(3) 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

会社名 
設備名 

所在地
事業の種類別
セグメントの名称 

内容 完了年月 

提出会社 
 盛岡ビル 

  
岩手県盛岡市 損害保険事業 外内装改修 

  
平成17年７月 

提出会社 
 八戸ビル 

  
青森県八戸市 損害保険事業 外内装改修 

  
平成17年７月 

提出会社 
 新潟ビル 

  
新潟県新潟市 損害保険事業 空調入替 

  
平成17年７月 

会社名 
設備名 

所在地
事業の種類別
セグメントの名称

内容
期末帳簿価額
(百万円) 

完了年月 

提出会社 
 福山用地 

  
広島県福山市 

  
損害保険事業 ビル建設用地 60 

  
平成17年６月 

提出会社 
 九州研修センター 

  
北九州市八幡東区 

  
損害保険事業 研修センター 28 

  
平成17年７月 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

(注) 株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる旨を定款に定めております。 

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 800,000,000

計 800,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成17年９月30日現在)

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月27日現在)
上場証券取引所名 内容 

普通株式 491,272,777 491,272,777

大阪証券取引所
(市場第一部) 
東京証券取引所 
(市場第一部) 

― 

計 491,272,777 491,272,777 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

新株予約権 

  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 
２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円
未満の端数は切り上げます。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親
会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができるものとい
たします。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

株主総会の特別決議日(平成17年６月29日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数 ―     5,607個(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 ― 5,607,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 ―      429円(注)２ 

新株予約権の行使期間 ―
平成19年７月１日から 
平成21年６月30日まで 

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額 

―
発行価格  429円 
資本組入額 215円 

新株予約権の行使の条件 ―

新株予約権者は、権利行使時にお
いても、当社の取締役、執行役、
従業員、当社子会社及び当社関係
会社の常勤取締役及び常勤監査役
の地位にあることを要します。た
だし、任期満了による退任、定年
退職その他正当な理由による場合
には、退任または退職後２年間
は、新株予約権の行使を認めるも
のといたします。 
また、新株予約権者の相続人によ
る新株予約権の行使は認めないも
のといたします。 
その他の権利行使の条件について
は、取締役会決議に基づき、当社
と新株予約権者との間で締結した
「新株予約権割当契約」に定める
ものといたします。 

新株予約権の譲渡に関する事項 ―
新株予約権を譲渡するときは、取
締役会の承認を要するものといた
します。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

― 491,272 ― 41,334,069 ― 31,032,069



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) 上記のほか当社所有の自己株式は48,114千株(9.79％)であります。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

オリックス株式会社 東京都港区芝４丁目１―23 108,768 22.14

エイアイジー 
ノンライフ ホールディング 
カンパニー ジャパン インク 
(常任代理人 シティバンク，
エヌ・エイ東京支店) 

70 パインストリート ニューヨーク
10270 ニューヨーク,米国 
(東京都品川区東品川２丁目３―14) 

98,468 20.04

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８―11 34,150 6.95

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11―３ 13,277 2.70

エイアイユー インシュアラン
ス カンパニー 
(エイアイユー保険会社) 

東京都千代田区丸の内１丁目１―３ 10,300 2.10

株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前３丁目１―１ 10,211 2.08

富士火災従業員持株会 大阪市中央区南船場１丁目18―11 6,116 1.24

富士火災代理店持株会 大阪市中央区南船場１丁目18―11 5,451 1.11

清水建設株式会社 東京都港区芝浦１丁目２―３ 5,153 1.05

株式会社クボタ 大阪市浪速区敷津東１丁目２―47 4,604 0.94

計 ― 296,499 60.35



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が51,000株含まれております。また、「議

決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数51個が含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式318株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 

48,114,000 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

441,753,000 
441,753 ― 

単元未満株式 
普通株式 

1,405,777 
― ― 

発行済株式総数 491,272,777 ― ― 

総株主の議決権 ― 441,753 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
富士火災海上保険株式会社 

大阪市中央区南船場 
    １丁目18番11号 

48,114,000 ― 48,114,000 9.79

計 ― 48,114,000 ― 48,114,000 9.79



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

執行役の状況 

 役職の異動 

  

  

月別 
平成17年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 367 341 355 360 383 485

最低(円) 321 314 320 337 325 347

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

執行役 
(ＩＴ・オペレーション本部長) 

執行役 
(ＩＴ・オペレーション 
本部長兼ＣＣＭ部長) 

坂 本 真 樹 平成17年７月１日 

執行役 
(火災新種海上保険本部長) 

執行役 
(火災新種海上保険本部長 
兼火災新種保険推進部長) 

山 岡 徹 朗 平成17年７月１日 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)並びに同規則第48条及び第69条の規定に基づき「保険業法施行規

則」(平成８年大蔵省令第５号)に準拠して作成しております。 

ただし、前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日)については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第３項

のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条に基づき「保険業法施行規則」(平成８年大

蔵省令第５号)に準拠して作成しております。 

ただし、前中間会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日)については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第３項のただ

し書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月

30日)及び当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)の中間連結財務諸表並びに前中間会計

期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日)及び当中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月

30日)の中間財務諸表について、中央青山監査法人により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  
前中間連結会計期間末
(平成16年９月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在)

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日現在)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)   

現金及び預貯金 52,369 4.62 49,717 4.28 70,072 6.16

買入金銭債権 1,110 0.10 847 0.07 838 0.07

金銭の信託 782 0.07 299 0.03 279 0.03

有価証券 ※３ 806,656 71.10 873,839 75.28 801,490 70.51

貸付金 
※２ 
※４ 

80,990 7.14 70,858 6.10 76,958 6.77

不動産及び動産 
※１ 
※５ 

65,079 5.74 59,936 5.16 62,580 5.51

その他資産 86,166 7.59 82,027 7.07 89,002 7.83

繰延税金資産 43,779 3.86 25,827 2.23 36,346 3.20

再評価に係る繰延税金資産 ※５ 1,597 0.14 ― ― 1,748 0.15

貸倒引当金 △3,917 △0.35 △2,468 △0.21 △2,465 △0.22

投資損失引当金 △109 △0.01 △110 △0.01 △109 △0.01

資産の部合計 1,134,505 100.00 1,160,774 100.00 1,136,742 100.00

(負債の部)   

保険契約準備金 962,000 84.79 962,509 82.92 952,803 83.82

 支払備金 (91,674) (88,151) (87,848) 

 責任準備金等 (870,326) (874,357) (864,954) 

その他負債 ※３ 34,115 3.01 34,993 3.01 37,278 3.28

退職給付引当金 498 0.04 427 0.04 671 0.06

賞与引当金 3,201 0.28 950 0.08 145 0.01

特別法上の準備金 1,200 0.11 1,654 0.14 1,408 0.12

 価格変動準備金 (1,200) (1,654) (1,408) 

繰延税金負債 543 0.05 905 0.08 792 0.07

再評価に係る繰延税金負債 ※５ ― ― 4,610 0.40 ― ―

負債の部合計 1,001,559 88.28 1,006,051 86.67 993,099 87.36

(少数株主持分)   

少数株主持分 8 0.00 9 0.00 9 0.00

(資本の部)   

資本金 41,334 3.64 41,334 3.56 41,334 3.64

資本剰余金 31,015 2.74 31,015 2.67 31,015 2.73

利益剰余金 52,983 4.67 58,668 5.06 57,257 5.04

土地再評価差額金 ※５ △2,829 △0.25 △9,146 △0.79 △3,095 △0.27

その他有価証券評価差額金 23,497 2.07 45,535 3.92 30,473 2.68

為替換算調整勘定 △2,112 △0.19 △1,894 △0.16 △2,504 △0.22

自己株式 △10,950 △0.96 △10,797 △0.93 △10,846 △0.96

資本の部合計 132,936 11.72 154,713 13.33 143,633 12.64

負債、少数株主持分 
及び資本の部合計 

1,134,505 100.00 1,160,774 100.00 1,136,742 100.00



② 【中間連結損益計算書】 
  

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

経常損益の部   

 経常収益 210,249 100.00 207,078 100.00 411,692 100.00

  保険引受収益 193,286 91.93 192,809 93.11 382,395 92.88

  (うち正味収入保険料) (150,391) (149,238) (296,428) 

  (うち収入積立保険料) (24,929) (24,003) (49,793) 

  (うち積立保険料等運用益) (5,688) (5,206) (11,267) 

  (うち生命保険料) (12,100) (14,250) (24,619) 

  資産運用収益 14,235 6.77 14,089 6.80 25,641 6.23

  (うち利息及び配当金収入) (9,889) (11,389) (20,724) 

  (うち金銭の信託運用益) (0) (3) (2) 

  (うち有価証券売却益) (9,900) (7,870) (15,922) 

  (うち積立保険料等運用益 
   振替) 

(△5,688) (△5,206) (△11,267) 

  その他経常収益 2,728 1.30 179 0.09 3,656 0.89

 経常費用 204,428 97.23 199,645 96.41 396,486 96.31

  保険引受費用 167,752 79.79 164,358 79.37 326,711 79.36

  (うち正味支払保険金) (77,838) (77,839) (166,235) 

  (うち損害調査費) ※１ (7,454) (7,312) (14,264) 

  (うち諸手数料及び集金費) ※１ (28,270) (27,456) (55,846) 

  (うち満期返戻金) (39,337) (40,536) (82,748) 

  (うち生命保険金等) (1,571) (1,409) (3,201) 

  (うち支払備金繰入額) (4,386) (58) (695) 

  (うち責任準備金等繰入額) (8,677) (9,541) (3,365) 

  資産運用費用 7,589 3.61 6,401 3.09 14,049 3.41

  (うち金銭の信託運用損) (8) (―) (14) 

  (うち有価証券売却損) (6,001) (2,841) (11,234) 

  (うち有価証券評価損) (105) (27) (154) 

  営業費及び一般管理費 ※１ 27,370 13.02 27,634 13.35 53,943 13.11

  その他経常費用 1,716 0.81 1,251 0.60 1,781 0.43

  (うち支払利息) (28) (0) (37) 

経常利益 5,821 2.77 7,432 3.59 15,205 3.69

特別損益の部   

 特別利益 230 0.11 747 0.36 230 0.06

  その他 (230) (747) (230) 

  (うち不動産動産処分益) ((230)) ((747)) ((230))

 特別損失 419 0.20 673 0.32 2,025 0.49

  特別法上の準備金繰入額 (246) (245) (454) 

   価格変動準備金 ((246)) ((245)) ((454))

  その他 
※２ 
※３ 

(172) (427) (1,570) 

  (うち不動産動産処分損) ((172)) ((48)) ((323))

税金等調整前中間(当期)純利益 5,631 2.68 7,506 3.63 13,410 3.26

法人税及び住民税等 227 0.11 539 0.26 441 0.11

法人税等調整額   2,361 1.12 2,245 1.09 5,940 1.44

少数株主利益   0 0.00 0 0.00 0 0.00

中間(当期)純利益   3,042 1.45 4,721 2.28 7,028 1.71



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

資本剰余金期首残高 31,034 31,015 31,034 

資本剰余金減少高 19 ― 19 

  自己株式処分差損 (19) (―) (19) 

資本剰余金中間期末(期末)残高 31,015 31,015 31,015 

    

(利益剰余金の部)   

利益剰余金期首残高 52,748 57,257 52,748 

利益剰余金増加高 3,511 4,721 7,771 

中間(当期)純利益 (3,042) (4,721) (7,028) 

土地再評価差額金取崩に 
伴う剰余金増加高 

(467) (―) (734) 

英国会計基準に基づく 
剰余金増加高 

(1) (―) (9) 

利益剰余金減少高 3,276 3,310 3,262 

配当金 (3,081) (3,100) (3,081) 

土地再評価差額金取崩に 
伴う剰余金減少高 

(―) (196) (―) 

自己株式処分差損 (16) (4) (25) 

米国会計基準に基づく 
剰余金減少高 

(178) (4) (155) 

英国会計基準に基づく 
剰余金減少高 

(―) (4) (―) 

利益剰余金中間期末(期末)残高 52,983 58,668 57,257 



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 5,631 7,506 13,410

減価償却費  1,444 1,204 2,861

減損損失  ― 379 ―

支払備金の増加額  4,362 139 608

責任準備金等の増加額  8,515 9,384 3,156

貸倒引当金の増加額  △2,329 4 △3,782

退職給付引当金の増加額  10 △243 183

賞与引当金の増加額  895 805 △2,160

価格変動準備金の増加額  246 245 454

利息及び配当金収入  △9,889 △11,389 △20,724

有価証券関係損益(△)  △3,777 △5,001 △4,441

支払利息  28 0 37

為替差損益(△)  △101 △41 △76

不動産動産関係損益(△)  △57 △698 1,340

その他資産(除く投資活動 
関連、財務活動関連)の 
増加額 

 △1,502 6,962 △5,159

その他負債(除く投資活動 
関連、財務活動関連)の 
増加額 

 △2,006 △2,390 1,092

貸付金関係損益(△)  1 469 764

その他  1,475 3,172 2,269

小計  2,947 10,507 △10,164

利息及び配当金の受取額  10,271 10,993 21,647

利息の支払額  △28 △0 △37

法人税等の支払額  △758 △839 △1,284

法人税等の還付額  601 737 646

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 13,033 21,398 10,806



  

  

   
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

預貯金の純増加額  △1,674 △196 △942

買入金銭債権の取得 
による支出 

 △672 △806 △849

買入金銭債権の 
売却・償還による収入 

 ― 1,016 384

金銭の信託の増加 
による支出 

 △500 ― △500

金銭の信託の減少 
による収入 

 ― ― 485

有価証券の取得による支出  △836,941 △779,051 △1,614,200

有価証券の売却・償還 
による収入 

 818,813 735,865 1,612,691

貸付けによる支出  △7,691 △9,389 △22,036

貸付金の回収による収入  18,747 15,020 36,361

その他  △1,264 △3,165 △2,550

Ⅱ① 小計 
(Ⅰ＋Ⅱ①) 

 
△11,182
(1,850)

△40,705
(△19,307)

8,843
(19,650)

不動産及び動産の取得 
による支出 

 △480 △285 △1,221

不動産及び動産の売却 
による収入 

 1,331 2,047 2,564

その他  △3 △0 △8

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △10,336 △38,943 10,177

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

自己株式の取得による支出  △9 △11 △28

自己株式の処分による収入  479 55 592

配当金の支払額  △3,082 △3,100 △3,082

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △2,612 △3,056 △2,518

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
  係る換算差額 

 253 44 288

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  338 △20,557 18,754

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  49,417 68,172 49,417

Ⅶ 現金及び現金同等物 
  中間期末(期末)残高 

※１ 49,756 47,614 68,172



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社数  ３社 

  富士生命保険株式会社 

  American Fuji Fire & 

Marine Insurance 

Company 

  Fuji International 

Insurance Company 

Limited 

(1)    同左 (1)    同左 

  (2) 非連結子会社 

  主な非連結子会社は富

士損害サービス株式会社

であります。(富士損害

サービス株式会社は、平

成16年７月１日付で「富

士火災損害調査株式会

社」から商号変更致しま

した。) 

  非連結子会社について

は、総資産、売上高(経

常収益)、中間純損益(持

分に見合う額)、及び利

益剰余金(持分に見合う

額)等の観点からみて、

いずれもそれぞれ小規模

であり、全体として中間

連結財務諸表に重要な影

響を及ぼさないため、連

結の範囲から除外してお

ります。 

(2) 非連結子会社 

  主な非連結子会社は富

士損害サービス株式会社

であります。 

  非連結子会社について

は、総資産、売上高(経

常収益)、中間純損益(持

分に見合う額)、及び利

益剰余金(持分に見合う

額)等の観点からみて、

いずれもそれぞれ小規模

であり、全体として中間

連結財務諸表に重要な影

響を及ぼさないため、連

結の範囲から除外してお

ります。 

(2) 非連結子会社 

  主な非連結子会社は富

士損害サービス株式会社

であります。(富士損害

サービス株式会社は、平

成16年７月１日付で「富

士火災損害調査株式会

社」から商号変更致しま

した。) 

  非連結子会社について

は、総資産、売上高(経

常収益)、当期純損益(持

分に見合う額)、及び利

益剰余金(持分に見合う

額)等の観点からみて、

いずれもそれぞれ小規模

であり、全体として連結

財務諸表に重要な影響を

及ぼさないため、連結の

範囲から除外しておりま

す。 

        

２ 持分法の適用に関

する事項 

 非連結子会社及び関連会

社については、それぞれ中

間連結純損益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法を

適用しておりません。 

同左  非連結子会社及び関連会

社については、それぞれ連

結純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要

性がないため、持分法を適

用しておりません。 

        

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

 富士生命保険株式会社を

除く連結子会社の中間決算

日は６月30日であり、同日

現在の中間財務諸表を使用

しておりますが、中間連結

決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上

必要な調整を行っておりま

す。 

同左  富士生命保険株式会社を

除く連結子会社の決算日は

12月31日であり、同日現在

の決算財務諸表を使用して

おりますが、連結決算日と

の間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調

整を行っております。 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(1) 有価証券の評価基準及

び評価方法 

 ①  満期保有目的の債券

の評価は、償却原価法

によっております。 

(1) 有価証券の評価基準及

び評価方法 

 ①    同左 

(1) 有価証券の評価基準及

び評価方法 

 ①    同左 

   ② 子会社株式及び関連

会社株式の評価は、移

動平均法に基づく原価

法によっております。 

 ②    同左  ②    同左 

   ③ その他有価証券のう

ち時価のあるものの評

価は、中間決算日の市

場価格等に基づく時価

法によっております。

なお、評価差額は全部

資本直入法により処理

し、また、売却原価の

算定は移動平均法に基

づいております。 

 ③   同左  ③ その他有価証券のう

ち時価のあるものの評

価は、期末日の市場価

格等に基づく時価法に

よっております。な

お、評価差額は全部資

本直入法により処理

し、また、売却原価の

算定は移動平均法に基

づいております。 

   ④  その他有価証券のう

ち時価のないものの評

価は、移動平均法に基

づく原価法又は償却原

価法によっておりま

す。 

 ④    同左  ④    同左 

   ⑤  有価証券運用を主目

的とする単独運用の金

銭の信託において信託

財産として運用されて

いる有価証券の評価

は、時価法によってお

ります。 

 ⑤    同左  ⑤    同左 

   ⑥ 運用目的及び満期保

有目的のいずれにも該

当しない有価証券の保

有を目的とする金銭の

信託において信託財産

として運用されている

有価証券の評価は、そ

の他有価証券と同じ方

法によっております。 

 ⑥    同左  ⑥    同左 

   海外連結子会社の保有す

る有価証券の評価基準及

び評価方法は主に時価法

によっております。 

同左 同左 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (2) デリバティブ取引の評

価基準及び評価方法 

  デリバティブ取引の評

価は、時価法によってお

ります。 

(2) デリバティブ取引の評

価基準及び評価方法 

同左 

(2) デリバティブ取引の評

価基準及び評価方法 

同左 

  (3) 不動産及び動産の減価

償却の方法 

  主として不動産及び動

産の減価償却は、定率法

によっております。 

  ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)に

ついては定額法によって

おります。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

 不動産 15年～50年

 動産 ４年～６年

(3) 不動産及び動産の減価

償却の方法 

同左 

(3) 不動産及び動産の減価

償却の方法 

同左 

  (4) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、資

産の自己査定基準及び

償却・引当基準によ

り、次のとおり計上し

ております。 

   破産、特別清算、手

形交換所における取引

停止処分等、法的・形

式的に経営破綻の事実

が発生している債務者

に対する債権及び実質

的に経営破綻に陥って

いる債務者に対する債

権については、債権額

から担保の処分可能見

込額及び保証による回

収が可能と認められる

額等を控除し、その残

額を引き当てておりま

す。 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、資

産の自己査定基準及び

償却・引当基準によ

り、次のとおり計上し

ております。 

   破産、特別清算、手

形交換所における取引

停止処分等、法的・形

式的に経営破綻の事実

が発生している債務者

に対する債権及び実質

的に経営破綻に陥って

いる債務者に対する債

権については、債権額

から担保の処分可能見

込額及び保証による回

収が可能と認められる

額等を控除し、その残

額を引き当てておりま

す。 

(4) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、資

産の自己査定基準及び

償却・引当基準によ

り、次のとおり計上し

ております。 

   破産、特別清算、手

形交換所における取引

停止処分等、法的・形

式的に経営破綻の事実

が発生している債務者

に対する債権及び実質

的に経営破綻に陥って

いる債務者に対する債

権については、債権額

から担保の処分可能見

込額及び保証による回

収が可能と認められる

額等を控除し、その残

額を引き当てておりま

す。 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

     今後、経営破綻に陥

る可能性が大きいと認

められる債務者に対す

る債権については、債

権額から担保の処分可

能見込額及び保証によ

る回収が可能と認めら

れる額を控除し、その

残額のうち、債務者の

支払能力を総合的に判

断して必要と認められ

る額を引き当てており

ます。 

   今後、経営破綻に陥

る可能性が大きいと認

められる債務者に対す

る債権については、債

権額から担保の処分可

能見込額及び保証によ

る回収が可能と認めら

れる額を控除し、その

残額のうち、債務者の

支払能力を総合的に判

断して必要と認められ

る額を引き当てており

ます。 

   今後、経営破綻に陥

る可能性が大きいと認

められる債務者に対す

る債権については、債

権額から担保の処分可

能見込額及び保証によ

る回収が可能と認めら

れる額を控除し、その

残額のうち、債務者の

支払能力を総合的に判

断して必要と認められ

る額を引き当てており

ます。 

     上記以外の債権につ

いては、過去の一定期

間における貸倒実績等

から算出した貸倒実績

率を債権額に乗じた額

を引き当てておりま

す。 

   また、全ての債権は

資産の自己査定基準に

基づき、資産査定規程

に定める実施部署が資

産査定を実施し、当該

部署から独立した監査

部署が査定結果を監査

しており、その査定結

果に基づいて上記の引

当を行っております。 

   なお、破綻先及び実

質破綻先に対する担

保・保証付債権につい

ては、債権額から担保

の評価額及び保証等に

よる回収が可能と認め

られる額を控除した残

額を取立不能見込額と

して債権額から直接減

額しており、その金額

は3,371百万円でありま

す。 

   上記以外の債権につ

いては、過去の一定期

間における貸倒実績等

から算出した貸倒実績

率を債権額に乗じた額

を引き当てておりま

す。 

   また、全ての債権は

資産の自己査定基準に

基づき、資産査定規程

に定める実施部署が資

産査定を実施し、当該

部署から独立した監査

部署が査定結果を監査

しており、その査定結

果に基づいて上記の引

当を行っております。 

   なお、破綻先及び実

質破綻先に対する担

保・保証付債権につい

ては、債権額から担保

の評価額及び保証等に

よる回収が可能と認め

られる額を控除した残

額を取立不能見込額と

して債権額から直接減

額しており、その金額

は1,320百万円でありま

す。 

   上記以外の債権につ

いては、過去の一定期

間における貸倒実績等

から算出した貸倒実績

率を債権額に乗じた額

を引き当てておりま

す。 

   また、全ての債権は

資産の自己査定基準に

基づき、資産査定規程

に定める実施部署が資

産査定を実施し、当該

部署から独立した監査

部署が査定結果を監査

しており、その査定結

果に基づいて上記の引

当を行っております。 

   なお、破綻先及び実

質破綻先に対する担

保・保証付債権につい

ては、債権額から担保

の評価額及び保証等に

よる回収が可能と認め

られる額を控除した残

額を取立不能見込額と

して債権額から直接減

額しており、その金額

は2,966百万円でありま

す。 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   ② 投資損失引当金 
   資産の自己査定基準
および償却・引当基準
に基づき、今後、経営
破綻に陥る可能性が大
きいと認められる者が
発行する有価証券につ
いて、将来発生する可
能性のある損失に備え
るため、中間連結会計
期間末における損失見
込額を計上しておりま
す。 

 ② 投資損失引当金 
同左 

 ② 投資損失引当金 
   資産の自己査定基準
および償却・引当基準
に基づき、今後、経営
破綻に陥る可能性が大
きいと認められる者が
発行する有価証券につ
いて、将来発生する可
能性のある損失に備え
るため、期末における
損失見込額を計上して
おります。 

   ③ 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に
備えるため、当連結会
計年度末における退職
給付債務及び年金資産
の見込額に基づき、当
中間連結会計期間末に
おいて発生していると
認められる額を計上し
ております。 

   過去勤務債務は、そ
の発生時の従業員の平
均残存勤務期間以内の
一定の年数(10年)によ
る定額法により費用処
理しております。 

   数理計算上の差異
は、その発生時の従業
員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(10
年)による定額法により
翌連結会計年度から費
用処理することとして
おります。 

   上記のほか、取締
役、監査役及び執行役
員の退職慰労金に備え
るため、内規に基づく
当中間連結会計期間末
における要支給額498百
万円を退職給付引当金
に含めて計上しており
ます。 

 ③ 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に
備えるため、当連結会
計年度末における退職
給付債務及び年金資産
の見込額に基づき、当
中間連結会計期間末に
おいて発生していると
認められる額を計上し
ております。 

   過去勤務債務は、そ
の発生時の従業員の平
均残存勤務期間以内の
一定の年数(10年)によ
る定額法により費用処
理しております。 

   数理計算上の差異
は、その発生時の従業
員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(10
年)による定額法により
翌連結会計年度から費
用処理することとして
おります。 

   上記のほか、取締役
及び執行役の退職慰労
金に備えるため、内規
に基づく当中間連結会
計期間末における要支
給額276百万円を退職給
付引当金に含めて計上
しております。 

 (会計方針の変更) 
   当中間連結会計期間
より「『退職給付に係
る会計基準』の一部改
正」(企業会計基準第３
号 平成17年３月16日)
及び「『退職給付に係
る会計基準』の一部改
正に関する適用指針」
(企業会計基準適用指針
第７号 平成17年３月
16日)を適用しておりま
す。これにより経常利
益及び税金等調整前中
間純利益は248百万円増
加しております。 

 ③ 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に
備えるため、当連結会
計年度末における退職
給付債務及び年金資産
の見込額に基づき計上
しております。 

   過去勤務債務は、そ
の発生時の従業員の平
均残存勤務期間以内の
一定の年数(10年)によ
る定額法により費用処
理しております。 

   数理計算上の差異
は、その発生時の従業
員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(10
年)による定額法により
翌連結会計年度から費
用処理することとして
おります。 

   上記のほか、取締
役、監査役及び執行役
員の退職慰労金に備え
るため、内規に基づく
当連結会計年度末にお
ける要支給額552百万円
を退職給付引当金に含
めて計上しておりま
す。 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   ④ 賞与引当金 

   従業員賞与に充てる

ため、支給見込額を基

準に計上しておりま

す。 

 ④ 賞与引当金 

   従業員賞与に充てる

ため、支給見込額を基

準に計上しておりま

す。 

 (追加情報) 

   前連結会計年度にお

いて、内勤社員の賞与

支給規程を改定したこ

とに伴い、賞与の支給

対象期間を変更してお

ります。この結果、支

給予定の賞与のうち当

中間連結会計期間の負

担に帰属する金額がな

いため、内勤社員に係

る賞与引当金は計上し

ておりません。 

 ④ 賞与引当金 

   従業員賞与に充てる

ため、支給見込額を基

準に計上しておりま

す。 

 (追加情報) 

   内勤社員の賞与支給

規程を改定したことに

伴い、賞与の支給対象

期間を変更しておりま

す。この結果、翌連結

会計年度において支給

予定の賞与のうち当連

結会計年度の負担に帰

属する金額がないた

め、内勤社員に係る賞

与引当金は計上してお

りません。 

   ⑤ 価格変動準備金 

   株式等の価格変動に

よる損失に備えるた

め、保険業法第115条の

規定に基づき計上して

おります。 

 ⑤ 価格変動準備金 

同左 

 ⑤ 価格変動準備金 

同左 

  (5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

  外貨建金銭債権債務

は、中間連結決算日の直

物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益

として処理しておりま

す。 

  なお、在外子会社の資

産及び負債は、中間決算

日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び

費用は、期中平均相場に

より円貨に換算し、換算

差額は資本の部における

為替換算調整勘定及び少

数株主持分に含めており

ます。 

(5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

同左 

(5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

  外貨建金銭債権債務

は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処

理しております。 

  なお、在外子会社の資

産及び負債は、決算日の

直物為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用

は、期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額

は資本の部における為替

換算調整勘定及び少数株

主持分に含めておりま

す。 

  (6) 消費税等の処理方法 

  消費税等の会計処理は

税抜方式によっておりま

す。ただし、損害調査

費、営業費及び一般管理

費等の費用は税込方式に

よっております。 

  なお、資産に係る控除

対象外消費税等はその他

資産に計上し、５年間で

均等償却を行っておりま

す。 

(6) 消費税等の処理方法 

同左 

(6) 消費税等の処理方法 

同左 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (7) 重要なリース取引の処

理方法 

  主としてリース物件の

所有権が借主に移転する

と認められるもの以外の

ファイナンス・リース取

引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によってお

ります。 

(7) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(7) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

  (8) 重要なヘッジ会計の方

法 

  一部の為替変動リスク

のヘッジについて、振当

処理によっております。 

(8) 重要なヘッジ会計の方

法 

同左 

(8) 重要なヘッジ会計の方

法 

同左 

  (9) 税効果会計に関する事

項 

  中間連結会計期間に係

る納付税額及び法人税等

調整額は、当連結会計年

度において予定している

利益処分方式による圧縮

積立金及び圧縮特別勘定

積立金の積立て及び取崩

しを前提として、当中間

連結会計期間に係る金額

を計算しております。 

(9) 税効果会計に関する事

項 

同左 

――― 

        

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、要求払預金及び

取得日から満期日又は償還

日までの期間が３ヶ月以内

の定期預金等の短期投資か

らなっております。 

同左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、要求払預金及び取得

日から満期日又は償還日ま

での期間が３ヶ月以内の定

期預金等の短期投資からな

っております。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ 会計処理基準に関

する事項 

――― (固定資産の減損に係る会

計基準) 

 当中間連結会計期間よ

り、固定資産の減損に係る

会計基準(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計

審議会 平成14年８月９

日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31

日)を適用しております。

この結果、従来の方法によ

った場合と比較して、税金

等調整前中間純利益は379

百万円減少しております。 

――― 



表示方法の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

 当中間連結会計期間から、保険業法施行規則の改正に

より中間連結損益計算書の様式を改訂しましたが、その

主な内容は次のとおりであります。 

１ 「資産運用収益」の内訳として「金銭の信託運用

益」を表示しております。なお、前中間連結会計期間

の「金銭の信託運用益」は３百万円であります。 

２ 「資産運用費用」の内訳として「金銭の信託運用

損」を表示しております。なお、前中間連結会計期間

の「金銭の信託運用損」は１百万円であります。 

３ 「その他経常費用」の内訳として「支払利息」を表

示しております。なお、前中間連結会計期間の「支払

利息」は１百万円であります。 

――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 取締役、監査役及び執行役員の退

職慰労金につきましては、従来、支

給額確定時に費用計上しておりまし

たが、前連結会計年度の下期より内

規に基づく期末要支給額を退職給付

引当金に含めて計上する方法に変更

しております。 

 従って、前中間連結会計期間は従

来の方法によっており、当中間連結

会計期間と同一の方法を採用した場

合と比べ、前中間連結会計期間の経

常利益は59百万円、税金等調整前中

間純利益は425百万円多く計上され

ております。 

――― ――― 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日現在) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日現在) 

※１ 不動産及び動産の減価償却累

計額は66,707百万円、圧縮記帳

額は6,535百万円であります。 

※１ 不動産及び動産の減価償却累

計額は70,190百万円、圧縮記帳

額は6,436百万円であります。 

※１ 不動産及び動産の減価償却累

計額は69,096百万円、圧縮記帳

額は6,535百万円であります。 

※２ 

(1) 貸付金のうち、破綻先債権額は

46百万円、延滞債権額は3,663百

万円であります。 

  なお、破綻先債権とは、元本又

は利息の支払の遅延が相当期間継

続していることその他の事由によ

り元本又は利息の取立て又は弁済

の見込みがないものとして未収利

息を計上しなかった貸付金(貸倒

償却を行った部分を除く。以下

「未収利息不計上貸付金」とい

う。)のうち、法人税法施行令(昭

和40年政令第97号)第96条第１項

第３号のイからホまでに掲げる事

由又は同項第４号に規定する事由

が生じている貸付金であります。 

  また、延滞債権とは、未収利息

不計上貸付金であって、破綻先債

権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支

払を猶予した貸付金以外の貸付金

であります。 

※２ 

(1) 貸付金のうち、破綻先債権額は

22百万円、延滞債権額は1,543百

万円であります。 

  なお、破綻先債権とは、元本又

は利息の支払の遅延が相当期間継

続していることその他の事由によ

り元本又は利息の取立て又は弁済

の見込みがないものとして未収利

息を計上しなかった貸付金(貸倒

償却を行った部分を除く。以下

「未収利息不計上貸付金」とい

う。)のうち、法人税法施行令(昭

和40年政令第97号)第96条第１項

第３号のイからホまでに掲げる事

由又は同項第４号に規定する事由

が生じている貸付金であります。 

  また、延滞債権とは、未収利息

不計上貸付金であって、破綻先債

権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支

払を猶予した貸付金以外の貸付金

であります。 

※２ 

(1) 貸付金のうち、破綻先債権額は

22百万円、延滞債権額は2,742百

万円であります。 

  なお、破綻先債権とは、元本又

は利息の支払の遅延が相当期間継

続していることその他の事由によ

り元本又は利息の取立て又は弁済

の見込みがないものとして未収利

息を計上しなかった貸付金(貸倒

償却を行った部分を除く。以下

「未収利息不計上貸付金」とい

う。)のうち、法人税法施行令(昭

和40年政令第97号)第96条第１項

第３号のイからホまでに掲げる事

由又は同項第４号に規定する事由

が生じている貸付金であります。 

  また、延滞債権とは、未収利息

不計上貸付金であって、破綻先債

権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支

払を猶予した貸付金以外の貸付金

であります。 

(2) 貸付金のうち、３ヵ月以上延滞

債権に該当するものはありませ

ん。 

  なお、３ヵ月以上延滞債権と

は、元本又は利息の支払が、約定

支払日の翌日から３月以上遅延し

ている貸付金で破綻先債権及び延

滞債権に該当しないものでありま

す。 

(2) 貸付金のうち、３ヵ月以上延滞

債権に該当するものはありませ

ん。 

  なお、３ヵ月以上延滞債権と

は、元本又は利息の支払が、約定

支払日の翌日から３月以上遅延し

ている貸付金で破綻先債権及び延

滞債権に該当しないものでありま

す。 

(2) 貸付金のうち、３ヵ月以上延滞

債権に該当するものはありませ

ん。 

  なお、３ヵ月以上延滞債権と

は、元本又は利息の支払が、約定

支払日の翌日から３月以上遅延し

ている貸付金で破綻先債権及び延

滞債権に該当しないものでありま

す。 

(3) 貸付金のうち、貸付条件緩和債

権額は2,654百万円であります。 

  なお、貸付条件緩和債権とは、

債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶

予、債権放棄その他の債務者に有

利となる取決めを行った貸付金

で、破綻先債権、延滞債権及び３

ヵ月以上延滞債権に該当しないも

のであります。 

(3) 貸付金のうち、貸付条件緩和債

権額は51百万円であります。 

  なお、貸付条件緩和債権とは、

債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶

予、債権放棄その他の債務者に有

利となる取決めを行った貸付金

で、破綻先債権、延滞債権及び３

ヵ月以上延滞債権に該当しないも

のであります。 

(3) 貸付金のうち、貸付条件緩和債

権額は53百万円であります。 

  なお、貸付条件緩和債権とは、

債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶

予、債権放棄その他の債務者に有

利となる取決めを行った貸付金

で、破綻先債権、延滞債権及び３

ヵ月以上延滞債権に該当しないも

のであります。 



  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日現在) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日現在) 

(4) 破綻先債権額、延滞債権額、３

ヵ月以上延滞債権額及び貸付条件

緩和債権額の合計額は6,365百万

円であります。 

(4) 破綻先債権額、延滞債権額、３

ヵ月以上延滞債権額及び貸付条件

緩和債権額の合計額は1,617百万

円であります。 

(4) 破綻先債権額、延滞債権額、３

ヵ月以上延滞債権額及び貸付条件

緩和債権額の合計額は2,819百万

円であります。 

※３ 担保に供している資産は有価

証券5,098百万円であります。

また、担保付債務は借入金２百

万円であります。 

※３ 担保に供している資産は有価

証券4,706百万円であります。 

※３ 担保に供している資産は有価

証券5,553百万円であります。

また、担保付債務は借入金２百

万円であります。 

※４ 貸出コミットメントに係る貸

出未実行残高は次のとおりであ

ります。 

 貸出コミット 
 メントの総額 

1,250百万円

 貸出実行残高 450百万円

 差引額 799百万円

※４ 貸出コミットメントに係る貸

出未実行残高は次のとおりであ

ります。 

 貸出コミット
 メントの総額 

1,400百万円

 貸出実行残高 536百万円

 差引額 863百万円

※４ 貸出コミットメントに係る貸

出未実行残高は次のとおりであ

ります。 

貸出コミット 
 メントの総額 

450百万円

 貸出実行残高 114百万円

 差引額 335百万円

※５ 土地の再評価に関する法律

(平成10年３月31日公布法律第

34号)に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額につ

いては当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税

金資産」として資産の部に計上

し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として資本の

部に計上しております。 

  

※５ 土地の再評価に関する法律

(平成10年３月31日公布法律第

34号)に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額につ

いては当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税

金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として資本の

部に計上しております。 

  

※５ 土地の再評価に関する法律

(平成10年３月31日公布法律第

34号)に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額につ

いては当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税

金資産」として資産の部に計上

し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として資本の

部に計上しております。 

  

 (1) 再評価の実施年月日 

   平成14年３月31日 

 (2) 同法律第３条第３項に定める

再評価の方法 

   土地の再評価に関する法律施

行令(平成10年３月31日公布政

令第119号)第２条第４号に定め

る地価税法第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎と

なる土地の価額を算定するため

に国税庁長官が定めて公表した

方法により算定した価額に合理

的な調整を行って算定する方法

のほか、同条第５号に定める鑑

定評価に基づいて算定しており

ます。 

 (1) 再評価の実施年月日 

同左 

 (2) 同法律第３条第３項に定める

再評価の方法 

同左 

 (1) 再評価の実施年月日 

同左 

 (2) 同法律第３条第３項に定める

再評価の方法 

同左 

 (3) 同法律第10条に定める再評価

を行った事業用土地の当中間連

結会計期間末における時価の合

計額と当該事業用土地の再評価

後の帳簿価額の合計額との差額 

   △7,839百万円 

 (3) 同法律第10条に定める再評価

を行った事業用土地の当中間連

結会計期間末における時価の合

計額と当該事業用土地の再評価

後の帳簿価額の合計額との差額 

   △8,505百万円 

 (3) 同法律第10条に定める再評価

を行った事業用土地の当連結会

計年度末における時価の合計額

と当該事業用土地の再評価後の

帳簿価額の合計額との差額は、

△7,855百万円であります。 



(中間連結損益計算書関係) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 事業費の主な内訳は次のとお

りであります。 

 代理店手数料等 

21,008百万円 

   なお、事業費は中間連結損益

計算書における損害調査費、営

業費及び一般管理費並びに諸手

数料及び集金費の合計でありま

す。 

 給与 14,309百万円

 募集費 8,556百万円

※１ 事業費の主な内訳は次のとお

りであります。 

 代理店手数料等 

20,997百万円 

   なお、事業費は中間連結損益

計算書における損害調査費、営

業費及び一般管理費並びに諸手

数料及び集金費の合計でありま

す。 

 給与 14,820百万円

 募集費 8,152百万円

※１ 事業費の主な内訳は次のとお

りであります。 

 代理店手数料等 

41,516百万円 

   なお、事業費は連結損益計算

書における損害調査費、営業費

及び一般管理費並びに諸手数料

及び集金費の合計であります。 

 給与 26,425百万円

 募集費 17,163百万円

――― ※２ 特別損失の「その他」の内訳

は、次のとおりであります。 

 減損損失 379百万円

 不動産動産
 処分損 

48百万円

計 427百万円

※２ 特別損失の「その他」の内訳

は、次のとおりであります。 

 不動産評価損 1,246百万円

不動産動産
 処分損 

323百万円

計 1,570百万円

――― ※３ 固定資産の減損損失に関する

事項は次のとおりであります。 

 (1) 資産をグルーピングした方法 

   保険事業等の用に供している

不動産等について保険事業等全

体で１つの資産グループとし、

賃貸用資産、遊休資産について

は、それぞれの物件ごとに１つ

の資産グループとしておりま

す。 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯 

賃貸用資産の一部について

は、各々の不動産から生ずる損

益が継続してマイナスとなって

いるものがあり、これらの物件

のうち割引前将来キャッシュ・

フローの総額が帳簿価額を下回

っている物件について、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。 

   また、遊休資産等については

将来の用途が定まっていないこ

とから、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上し

ております。 

――― 

  



  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   (3) 減損損失を認識した資産グル

ープの概要及び減損損失の資産

種類ごとの内訳 

 (4) 回収可能価額の算定方法 

   賃貸用資産については、正味

売却価額と使用価値を比較し、

いずれか高い方の金額を回収可

能価額としております。また、

遊休資産については、正味売却

価額を回収可能価額としており

ます。 

   不動産の正味売却価額は、売

却予定額、不動産鑑定士による

鑑定評価額、路線価方式による

相続税評価額等を基に算定して

おります。また、使用価値の算

定に使用した割引率は8.5％で

あります。 

用途 種類 場所等

減損損失(百万円)

土地 建物
その
他 計

賃貸用 
不動産 

土地 
及び 
建物 

下関ビル 45 100 ― 145

遊休 
資産 

土地 
及び 
建物 

高山市内に保有
している用地等
(全27物件) 

123 63 ― 187

動産 
遊休不動産内や
倉庫に保管して
いる動産 

― ― 46 46

計 ― ― 168 163 46 379

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

(平成16年９月30日現在) 

(百万円) 

現金及び預貯金 52,369

買入金銭債権 1,110

預入期間が３か月 
を超える定期預金 

△2,612

現金同等物以外の 
買入金銭債権 

△1,110

現金及び 
現金同等物 

49,756

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

(平成17年９月30日現在) 

(百万円) 

現金及び預貯金 49,717

買入金銭債権 847

預入期間が３か月
を超える定期預金 

△2,102

現金同等物以外の
買入金銭債権 

△847

現金及び
現金同等物 

47,614

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

  

(平成17年３月31日現在) 

(百万円) 

現金及び預貯金 70,072

買入金銭債権 838

預入期間が３か月 
を超える定期預金 

△1,900

現金同等物以外の 
買入金銭債権 

△838

現金及び
現金同等物 

68,172

 ２ 投資活動によるキャッシュ・

フローには、保険事業に係る資

産運用業務から生じるキャッシ

ュ・フローを含んでおります。 

 ２     同左  ２     同左 



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

  

  

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が不動産

及び動産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

  

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

動産 917 742 174

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

  

同左 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

動産 391 121 ― 269

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

  

  

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が不動産及び

動産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

  

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

動産 748 616 131 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

  

１年内 131百万円

１年超 43百万円

合計 174百万円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  

１年内 83百万円

１年超 185百万円

合計 269百万円

リース資産減損
勘定の残高 

―百万円

② 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 75百万円

１年超 55百万円

合計 131百万円

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が不動産及び動産の中

間期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定

しております。 

  

同左   なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高が不動産及び動産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

  

 支払リース料 94百万円

 減価償却費相当額 94百万円

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失 

 支払リース料 25百万円

 リース資産減損
 勘定の取崩額 

―百万円

 減価償却費相当額 25百万円

 減損損失 ―百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 支払リース料 142百万円

 減価償却費相当額 142百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 
  

(注)  

  

種類 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日現在) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日現在) 

中間連結 
貸借対照 
表計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

中間連結
貸借対照 
表計上額 
(百万円) 

時価
(百万円) 

差額
(百万円) 

連結貸借
対照表 
計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

公社債 40,142 39,890 △252 51,964 52,192 228 45,226 45,967 741

外国証券 34 34 ― 34 34 ― 36 36 ―

合計 40,177 39,924 △252 51,999 52,227 228 45,262 46,003 741

種類 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日現在) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日現在) 

取得原価 
(百万円) 

中間連結
貸借対照 
表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

取得原価
(百万円) 

中間連結
貸借対照 
表計上額 
(百万円) 

差額
(百万円) 

取得原価
(百万円) 

連結貸借 
対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

公社債 433,916 435,454 1,537 464,174 465,534 1,359 445,003 448,244 3,240

株式 60,936 94,642 33,705 58,749 119,929 61,180 59,225 101,698 42,473

外国証券 134,914 134,883 △31 88,424 89,710 1,286 88,677 88,692 14

その他 73,993 75,531 1,538 116,861 124,285 7,423 92,784 94,747 1,963

合計 703,761 740,511 36,749 728,210 799,460 71,249 685,690 733,382 47,692

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日現在) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日現在) 

１ 「その他」の主なものは、投資

信託受益証券(取得原価68,051

百万円、中間連結貸借対照表計

上額69,587百万円、差額1,536

百万円)であります。 

１ 「その他」の主なものは、投資

信託受益証券(取得原価112,480

百万円、中間連結貸借対照表計

上額119,897百万円、差額7,416

百万円)であります。 

――― 

２ その他有価証券で時価のあるも

のについて65百万円減損処理を

行っております。 

  なお、当該有価証券の減損にあ

たっては、中間連結会計期間末

の時価が取得原価に比べて30％

以上下落した銘柄すべてを対象

としております。 

２ その他有価証券で時価のあるも

のについて４百万円減損処理を

行っております。 

  なお、当該有価証券の減損にあ

たっては、中間連結会計期間末

の時価が取得原価に比べて30％

以上下落した銘柄すべてを対象

としております。 

１ その他有価証券で時価があるも

のについて21百万円減損処理を

行っております。 

  なお、当該有価証券の減損にあ

たっては、連結会計年度末の時

価が取得原価に比べて30％以上

下落した銘柄すべてを対象とし

ております。 



３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額 

  

  
次へ 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日現在) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日現在) 

(1) 満期保有目的の債券 

  該当事項はありません。 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

      

(2) その他有価証券 

公社債 100百万円

株式 6,988百万円

外国証券 18,023百万円

その他 513百万円

(2) その他有価証券 

公社債 100百万円

株式 3,892百万円

外国証券 18,035百万円

その他 10百万円

(2) その他有価証券 

公社債 100百万円

株式 3,861百万円

外国証券 18,023百万円

その他 510百万円



(金銭の信託関係) 

金銭の信託 

１ 満期保有目的の金銭の信託 

該当事項はありません。 

  

２ 運用目的、満期保有目的以外の金銭の信託 

該当事項はありません。 

  

(注)  

  

(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  

(注) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日現在) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日現在) 

 上記のほか取得原価をもって中間

連結貸借対照表に計上している合同

運用の金銭の信託が290百万円あり

ます。 

 なお、それ以外の金銭の信託は全

て運用目的であります。 

 上記のほか取得原価をもって中間

連結貸借対照表に計上している合同

運用の金銭の信託が299百万円あり

ます。 

 上記のほか取得原価をもって連結

貸借対照表に計上している合同運用

の金銭の信託が279百万円ありま

す。 

対象物 
の種類 取引の種類 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日現在) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日現在) 

契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円) 

契約額等
(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損益
(百万円) 

契約額等
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円) 

通貨 通貨オプション 
取引       

   買建       

    プット       

     (米ドル) 62 3 △58 ― ― ― ― ― ―

     (ユーロ) 66 0 △66 ― ― ― ― ― ―

     (英ポンド) 81 7 △74 ― ― ― ― ― ―

合計 210 11 △199 ― ― ― ― ― ―



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

全セグメントの経常収益の合計及び経常利益の合計額に占める「損害保険事業」の割合がいずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

なお、投資事業は損害保険事業の一環として行っており、独立したセグメントではありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

同上 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

全セグメントの経常収益の合計、経常利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「損害保険事業」の割

合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

なお、投資事業は損害保険事業の一環として行っており、独立したセグメントではありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

全セグメントの経常収益の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

同上 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

全セグメントの経常収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を

超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

海外売上高(経常収益)が、連結売上高(経常収益)の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

同上 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

同上 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

  

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産額 300.46円 １株当たり純資産額 349.11円 １株当たり純資産額 324.28円

１株当たり中間純利益 6.89円 １株当たり中間純利益 10.65円 １株当たり当期純利益 15.90円

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

6.88円
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益 

10.65円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

15.88円

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり中間(当期)純利益金額 

 中間(当期)純利益(百万円) 3,042 4,721 7,028

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ―

 普通株式に係る 
 中間(当期)純利益(百万円) 3,042 4,721 7,028

 普通株式の期中平均株式数(千株) 441,187 443,097 441,922

潜在株式調整後１株当たり中間(当期) 
純利益金額 

 中間(当期)純利益調整額(百万円) ― ― ―

 普通株式増加数(千株) 709 52 485

 (うち自己株式取得方式による 
  ストックオプション制度(千株)) (38) (―) (19)

 (うち新株予約権方式による 
  ストックオプション制度(千株)) (670) (52) (466)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり中間(当期)純利益の算定
に含めなかった潜在株式の概要 

該当ありません。 同左 同左 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日現在)

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日現在)

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日現在)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)   

現金及び預貯金 43,750 4.19 41,000 3.91 61,607 5.94

買入金銭債権 652 0.06 600 0.06 600 0.06

金銭の信託 20 0.00 20 0.00 20 0.00

有価証券 ※３ 734,302 70.33 780,499 74.40 719,707 69.38

貸付金 
※４ 
※７ 

77,718 7.44 66,702 6.36 73,175 7.05

不動産及び動産 
※１ 
※８ 

65,042 6.23 59,900 5.71 62,544 6.03

その他資産 ※２ 81,405 7.80 77,214 7.36 84,178 8.12

繰延税金資産 43,679 4.18 25,728 2.45 36,257 3.50

再評価に係る繰延税金資産 ※８ 1,597 0.15 ― ― 1,748 0.17

貸倒引当金 △3,915 △0.37 △2,464 △0.24 △2,463 △0.24

投資損失引当金 △109 △0.01 △110 △0.01 △109 △0.01

資産の部合計 1,044,142 100.00 1,049,091 100.00 1,037,266 100.00

(負債の部)   

保険契約準備金 878,008 84.09 859,560 81.93 860,200 82.93

支払備金 ※５ (86,586) (82,895) (82,918)

責任準備金 ※６ (791,421) (776,665) (777,282)

その他負債 
※２ 
※３ 

31,348 3.00 31,953 3.05 34,541 3.33

退職給付引当金 498 0.05 427 0.04 671 0.06

賞与引当金 3,097 0.30 950 0.09 145 0.01

特別法上の準備金 1,106 0.10 1,535 0.15 1,313 0.13

価格変動準備金 (1,106) (1,535) (1,313)

再評価に係る繰延税金負債 ※８ ― ― 4,610 0.44 ― ―

負債の部合計 914,059 87.54 899,038 85.70 896,871 86.46

(資本の部)   

資本金 41,334 3.96 41,334 3.94 41,334 3.99

資本剰余金 31,032 2.97 31,032 2.96 31,032 2.99

資本準備金 (31,032) (31,032) (31,032) 

利益剰余金 49,668 4.76 54,794 5.22 53,791 5.19

利益準備金 (8,900) (9,550) (8,900) 

任意積立金 (33,477) (37,500) (33,477) 

中間(当期)未処分利益 (7,291) (7,744) (11,414) 

土地再評価差額金 ※８ △2,829 △0.27 △9,146 △0.87 △3,095 △0.30

その他有価証券評価差額金 21,827 2.09 42,836 4.08 28,178 2.72

自己株式 △10,950 △1.05 △10,797 △1.03 △10,846 △1.05

資本の部合計 130,083 12.46 150,052 14.30 140,394 13.54

負債及び資本の部合計 1,044,142 100.00 1,049,091 100.00 1,037,266 100.00



② 【中間損益計算書】 
  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

経常損益の部   

 経常収益 197,333 100.00 192,126 100.00 398,757 100.00

  保険引受収益 180,871 91.66 178,782 93.05 370,926 93.02

  (うち正味収入保険料) ※１ (150,159) (148,873) (295,788) 

  (うち収入積立保険料) (24,929) (24,003) (49,793) 

  (うち積立保険料等運用益) (5,688) (5,206) (11,267) 

  (うち支払備金戻入額) ※４ (―) (22) (―) 

  (うち責任準備金戻入額) ※５ (―) (616) (14,019) 

  資産運用収益 13,448 6.81 12,852 6.69 23,618 5.92

  (うち利息及び配当金収入) ※６ (9,181) (10,197) (18,898) 

  (うち金銭の信託運用益) (0) (0) (0) 

  (うち有価証券売却益) (9,824) (7,830) (15,725) 

  (うち積立保険料等運用益 
   振替) 

(△5,688) (△5,206) (△11,267) 

  その他経常収益 3,012 1.53 492 0.26 4,211 1.06

 経常費用 191,571 97.08 185,420 96.51 383,835 96.26

  保険引受費用 156,656 79.39 152,021 79.13 317,961 79.74

  (うち正味支払保険金) ※２ (77,719) (77,597) (165,993) 

  (うち損害調査費) (7,454) (7,312) (14,262) 

  (うち諸手数料及び集金費) ※３ (27,267) (26,422) (53,815) 

  (うち満期返戻金) (39,337) (40,536) (82,748) 

  (うち支払備金繰入額) (4,625) (―) (956) 

  (うち責任準備金繰入額) (119) (―) (―) 

  資産運用費用 7,577 3.84 6,398 3.33 14,024 3.52

  (うち有価証券売却損) (6,001) (2,840) (11,231) 

  (うち有価証券評価損) (105) (27) (154) 

  営業費及び一般管理費 25,612 12.98 25,747 13.40 50,264 12.60

  その他経常費用 1,724 0.87 1,252 0.65 1,584 0.40

  (うち支払利息) (37) (0) (37) 

経常利益 5,762 2.92 6,706 3.49 14,921 3.74

特別損益の部   

 特別利益 ※７ 230 0.12 747 0.39 230 0.06

 特別損失 
※８ 
※９ 

400 0.20 649 0.34 2,002 0.50

 (うち特別法上の準備金 
  繰入額) 

(227) (222) (434) 

 ((価格変動準備金)) ((227)) ((222)) ((434))

税引前中間(当期)純利益 5,591 2.84 6,803 3.54 13,149 3.30

法人税及び住民税 97 0.05 136 0.07 104 0.03

法人税等調整額 2,345 1.19 2,362 1.23 6,030 1.51

中間(当期)純利益 3,148 1.60 4,305 2.24 7,014 1.76

前期繰越利益 3,708 3,641 3,708 

土地再評価差額金取崩額 467 △196 734 

自己株式処分差損 33 4 42 

中間(当期)未処分利益 7,291 7,744 11,414 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

(1) 満期保有目的の債券の評価は、

償却原価法によっております。 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

(1)      同左 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

(1)      同左 

(2) 子会社株式及び関連会社株式の

評価は、移動平均法に基づく原価

法によっております。 

(2)      同左 (2)      同左 

(3) その他有価証券のうち時価のあ

るものの評価は、中間決算日の市

場価格等に基づく時価法によって

おります。 

  なお、評価差額は全部資本直入

法により処理し、また、売却原価

の算定は移動平均法に基づいてお

ります。 

(3)      同左 (3) その他有価証券のうち時価のあ

るものの評価は、期末日の市場価

格等に基づく時価法によっており

ます。 

  なお、評価差額は全部資本直入

法により処理し、また、売却原価

の算定は移動平均法に基づいてお

ります。 

(4) その他有価証券のうち時価のな

いものの評価は、移動平均法に基

づく原価法又は償却原価法によっ

ております。 

(4)      同左 (4)      同左 

(5) 有価証券運用を主目的とする単

独運用の金銭の信託において信託

財産として運用されている有価証

券の評価は、時価法によっており

ます。 

(5)      同左 (5)      同左 

(6) 運用目的及び満期保有目的のい

ずれにも該当しない有価証券の保

有を目的とする金銭の信託におい

て信託財産として運用されている

有価証券の評価は、その他有価証

券と同じ方法によっております。 

(6)      同左 (6)      同左 

２ デリバティブ取引の評価基準及

び評価方法 

  デリバティブ取引の評価は、時

価法によっております。 

２ デリバティブ取引の評価基準及

び評価方法 

同左 

２ デリバティブ取引の評価基準及

び評価方法 

同左 

３ 不動産及び動産の減価償却の方

法 

  不動産及び動産の減価償却は、

定率法によっております。 

  ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備を

除く)については定額法によって

おります。 

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 不動産 15年～50年

 動産 ４年～６年

３ 不動産及び動産の減価償却の方

法 

同左 

３ 不動産及び動産の減価償却の方

法 

同左 



  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備え

るため、資産の自己査定基準及び

償却・引当基準により、次のとお

り計上しております。 

  破産、特別清算、手形交換所に

おける取引停止処分等、法的・形

式的に経営破綻の事実が発生して

いる債務者に対する債権及び実質

的に経営破綻に陥っている債務者

に対する債権については、債権額

から担保の処分可能見込額及び保

証による回収が可能と認められる

額等を控除し、その残額を引き当

てております。 

  今後、経営破綻に陥る可能性が

大きいと認められる債務者に対す

る債権については、債権額から担

保の処分可能見込額及び保証によ

る回収が可能と認められる額を控

除し、その残額のうち、債務者の

支払能力を総合的に判断して必要

と認められる額を引き当てており

ます。 

  上記以外の債権については、過

去の一定期間における貸倒実績等

から算出した貸倒実績率を債権額

に乗じた額を引き当てておりま

す。 

  また、全ての債権は資産の自己

査定基準に基づき、資産査定規程

に定める実施部署が資産査定を実

施し、当該部署から独立した監査

部署が査定結果を監査しており、

その査定結果に基づいて上記の引

当を行っております。 

  なお、破綻先及び実質破綻先に

対する担保・保証付債権について

は、債権額から担保の評価額及び

保証等による回収が可能と認めら

れる額を控除した残額を取立不能

見込額として債権額から直接減額

しており、その金額は3,371百万

円であります。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備え

るため、資産の自己査定基準及び

償却・引当基準により、次のとお

り計上しております。 

  破産、特別清算、手形交換所に

おける取引停止処分等、法的・形

式的に経営破綻の事実が発生して

いる債務者に対する債権及び実質

的に経営破綻に陥っている債務者

に対する債権については、債権額

から担保の処分可能見込額及び保

証による回収が可能と認められる

額等を控除し、その残額を引き当

てております。 

  今後、経営破綻に陥る可能性が

大きいと認められる債務者に対す

る債権については、債権額から担

保の処分可能見込額及び保証によ

る回収が可能と認められる額を控

除し、その残額のうち、債務者の

支払能力を総合的に判断して必要

と認められる額を引き当てており

ます。 

  上記以外の債権については、過

去の一定期間における貸倒実績等

から算出した貸倒実績率を債権額

に乗じた額を引き当てておりま

す。 

  また、全ての債権は資産の自己

査定基準に基づき、資産査定規程

に定める実施部署が資産査定を実

施し、当該部署から独立した監査

部署が査定結果を監査しており、

その査定結果に基づいて上記の引

当を行っております。 

  なお、破綻先及び実質破綻先に

対する担保・保証付債権について

は、債権額から担保の評価額及び

保証等による回収が可能と認めら

れる額を控除した残額を取立不能

見込額として債権額から直接減額

しており、その金額は1,320百万

円であります。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備え

るため、資産の自己査定基準及び

償却・引当基準により、次のとお

り計上しております。 

  破産、特別清算、手形交換所に

おける取引停止処分等、法的・形

式的に経営破綻の事実が発生して

いる債務者に対する債権及び実質

的に経営破綻に陥っている債務者

に対する債権については、債権額

から担保の処分可能見込額及び保

証による回収が可能と認められる

額等を控除し、その残額を引き当

てております。 

  今後、経営破綻に陥る可能性が

大きいと認められる債務者に対す

る債権については、債権額から担

保の処分可能見込額及び保証によ

る回収が可能と認められる額を控

除し、その残額のうち、債務者の

支払能力を総合的に判断して必要

と認められる額を引き当てており

ます。 

  上記以外の債権については、過

去の一定期間における貸倒実績等

から算出した貸倒実績率を債権額

に乗じた額を引き当てておりま

す。 

  また、全ての債権は資産の自己

査定基準に基づき、資産査定規程

に定める実施部署が資産査定を実

施し、当該部署から独立した監査

部署が査定結果を監査しており、

その査定結果に基づいて上記の引

当てを行っております。 

  なお、破綻先及び実質破綻先に

対する担保・保証付債権について

は、債権額から担保の評価額及び

保証等による回収が可能と認めら

れる額を控除した残額を取立不能

見込額として債権額から直接減額

しており、その金額は2,966百万

円であります。 

(2) 投資損失引当金 

  資産の自己査定基準および償

却・引当基準に基づき、今後、経

営破綻に陥る可能性が大きいと認

められる者が発行する有価証券に

ついて、将来発生する可能性のあ

る損失に備えるため、中間会計期

間末における損失見込額を計上し

ております。 

(2) 投資損失引当金 

同左 

(2) 投資損失引当金 

  資産の自己査定基準および償

却・引当基準に基づき、今後、経

営破綻に陥る可能性が大きいと認

められる者が発行する有価証券に

ついて、将来発生する可能性のあ

る損失に備えるため、期末におけ

る損失見込額を計上しておりま

す。 



  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計

上しております。 

  過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法に

より費用処理しております。 

  数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による定額

法により翌事業年度から費用処理

することとしております。 

  上記のほか、取締役、監査役及

び執行役員の退職慰労金に備える

ため、内規に基づく当中間会計期

間末における要支給額498百万円

を退職給付引当金に含めて計上し

ております。 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計

上しております。 

  過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法に

より費用処理しております。 

  数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による定額

法により翌事業年度から費用処理

することとしております。 

  上記のほか、取締役及び執行役

の退職慰労金に備えるため、内規

に基づく当中間会計期間末におけ

る要支給額276百万円を退職給付

引当金に含めて計上しておりま

す。 

(会計方針の変更) 

 当中間会計期間より「『退職給付

に係る会計基準』の一部改正」(企

業会計基準第３号 平成17年３月16

日)及び「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正に関する適用指針」

(企業会計基準適用指針第７号 平

成17年３月16日)を適用しておりま

す。これにより経常利益及び税引前

中間純利益は248百万円増加してお

ります。 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

  過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法に

より費用処理しております。 

  数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による定額

法により翌事業年度から費用処理

することとしております。 

  上記のほか、取締役、監査役及

び執行役員の退職慰労金に備える

ため、内規に基づく当事業年度末

における要支給額552百万円を退

職給付引当金に含めて計上してお

ります。 

(4) 賞与引当金 

  従業員賞与に充てるため、支給

見込額を基準に計上しておりま

す。 

(4) 賞与引当金 

  従業員賞与に充てるため、支給

見込額を基準に計上しておりま

す。 

(追加情報) 

 前事業年度において、内勤社員の

賞与支給規程を改定したことに伴

い、賞与の支給対象期間を変更して

おります。この結果、支給予定の賞

与のうち当中間会計期間の負担に帰

属する金額がないため、内勤社員に

係る賞与引当金は計上しておりませ

ん。 

(4) 賞与引当金 

  従業員賞与に充てるため、支給

見込額を基準に計上しておりま

す。 

(追加情報) 

 内勤社員の賞与支給規程を改定し

たことに伴い、賞与の支給対象期間

を変更しております。この結果、翌

期において支給予定の賞与のうち当

期の負担に帰属する金額がないた

め、内勤社員に係る賞与引当金は計

上しておりません。 

(5) 価格変動準備金 

  株式等の価格変動による損失に

備えるため、保険業法第115条の

規定に基づき計上しております。 

(5) 価格変動準備金 

同左 

(5) 価格変動準備金 

同左 



  

  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

５ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

６ 消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。ただし、損害

調査費、営業費及び一般管理費等

の費用は税込方式によっておりま

す。 

  なお、資産に係る控除対象外消

費税等はその他資産に計上し、５

年間で均等償却を行っておりま

す。 

６ 消費税等の会計処理 

同左 

６ 消費税等の会計処理 

同左 

７ リース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

７ リース取引の処理方法 

同左 

７ リース取引の処理方法 

同左 

８ ヘッジ会計の方法 

  一部の為替変動リスクのヘッジ

について、振当処理によっており

ます。 

８ ヘッジ会計の方法 

同左 

８ ヘッジ会計の方法 

同左 

９ 税効果会計に関する事項 

  中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当事業年度

において予定している利益処分方

式による圧縮積立金及び圧縮特別

勘定積立金の積立て及び取崩しを

前提として、当中間会計期間に係

る金額を計算しております。 

９ 税効果会計に関する事項 

同左 

――― 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14

年８月９日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日)を適用しております。こ

の結果、従来の方法によった場合と

比較して、税引前中間純利益は379

百万円減少しております。 

――― 

前中間会計期間 当中間会計期間

(中間貸借対照表) 

 当中間会計期間から保険業法施行規則の改正により中

間貸借対照表の様式を改訂し、「その他資本剰余金」の

内訳として「自己株式処分差益」を表示しております。

なお、前中間会計期間末の「自己株式処分差益」は０百

万円であります。 

――― 

  

  

(中間損益計算書) 

 当中間会計期間から保険業法施行規則の改正により中

間損益計算書の様式を改訂しましたが、その主な内容は

次のとおりであります。 

１ 「資産運用収益」の内訳として「金銭の信託運用

益」を表示しております。なお、前中間会計期間の

「金銭の信託運用益」は０百万円であります。 

２ 「その他経常費用」の内訳として「支払利息」を表

示しております。なお、前中間会計期間の「支払利

息」は０百万円であります。 

３ 「特別利益」の従来の内訳表示については廃止して

おります。 

４ 「特別損失」の内訳として「特別法上の準備金繰入

額」を表示し、従来の内訳表示については廃止してお

ります。 

  

  

  

  

  

  



追加情報 

  

  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

 取締役、監査役及び執行役員の退

職慰労金につきましては、従来、支

給額確定時に費用計上しておりまし

たが、前事業年度の下期より内規に

基づく期末要支給額を退職給付引当

金に含めて計上する方法に変更して

おります。 

 従って、前中間会計期間は従来の

方法によっており、当中間会計期間

と同一の方法を採用した場合と比

べ、前中間会計期間の経常利益は59

百万円、税引前中間純利益は425百

万円多く計上されております。 

――― ――― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日現在) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日現在) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日現在) 

※１ 不動産及び動産の減価償却累

計額は66,574百万円、圧縮記帳

額は6,535百万円であります。 

※１ 不動産及び動産の減価償却累

計額は70,050百万円、圧縮記帳

額は6,436百万円であります。 

※１ 不動産及び動産の減価償却累

計額は68,954百万円、圧縮記帳

額は6,535百万円であります。 

※２ 収益に係る消費税等について

はその他負債に計上し、資産に

係る消費税等のうち控除対象消

費税等及び控除対象外消費税等

未償却残高についてはその他資

産に計上しております。 

※２     同左 ――― 

※３ 担保に供している資産は有価

証券4,924百万円であります。

また、担保付債務は借入金２百

万円であります。 

※３ 担保に供している資産は有価

証券4,547百万円であります。 

※３ 担保に供している資産は有価

証券5,379百万円であります。

また、担保付債務は借入金２百

万円であります。 

※４ 

 (1) 貸付金のうち、破綻先債権額

は 46百万円、延滞債権額は

3,663百万円であります。 

   なお、破綻先債権とは、元本

又は利息の支払の遅延が相当期

間継続していることその他の事

由により元本又は利息の取立て

又は弁済の見込みがないものと

して未収利息を計上しなかった

貸付金(貸倒償却を行った部分

を除く。以下「未収利息不計上

貸付金」という。)のうち、法

人税法施行令(昭和40年政令第

97号)第96条第１項第３号のイ

からホまでに掲げる事由又は同

項第４号に規定する事由が生じ

ている貸付金であります。 

   また、延滞債権とは、未収利

息不計上貸付金であって、破綻

先債権及び債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として

利息の支払を猶予した貸付金以

外の貸付金であります。 

※４ 

 (1) 貸付金のうち、破綻先債権額

は 22 百万円、延滞債権額は

1,543百万円であります。 

   なお、破綻先債権とは、元本

又は利息の支払の遅延が相当期

間継続していることその他の事

由により元本又は利息の取立て

又は弁済の見込みがないものと

して未収利息を計上しなかった

貸付金(貸倒償却を行った部分

を除く。以下「未収利息不計上

貸付金」という。)のうち、法

人税法施行令(昭和40年政令第

97号)第96条第１項第３号のイ

からホまでに掲げる事由又は同

項第４号に規定する事由が生じ

ている貸付金であります。 

   また、延滞債権とは、未収利

息不計上貸付金であって、破綻

先債権及び債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として

利息の支払を猶予した貸付金以

外の貸付金であります。 

※４ 

 (1) 貸付金のうち、破綻先債権額

は 22百万円、延滞債権額は

2,742百万円であります。 

   なお、破綻先債権とは、元本

又は利息の支払の遅延が相当期

間継続していることその他の事

由により元本又は利息の取立て

又は弁済の見込みがないものと

して未収利息を計上しなかった

貸付金(貸倒償却を行った部分

を除く。以下「未収利息不計上

貸付金」という。)のうち、法

人税法施行令(昭和40年政令第

97号)第96条第１項第３号のイ

からホまでに掲げる事由又は同

項第４号に規定する事由が生じ

ている貸付金であります。 

   また、延滞債権とは、未収利

息不計上貸付金であって、破綻

先債権及び債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として

利息の支払を猶予した貸付金以

外の貸付金であります。 

 (2) 貸付金のうち、３ヵ月以上延

滞債権に該当するものはありま

せん。 

   なお、３ヵ月以上延滞債権と

は、元本又は利息の支払が、約

定支払日の翌日から３月以上遅

延している貸付金で破綻先債権

及び延滞債権に該当しないもの

であります。 

 (2) 貸付金のうち、３ヵ月以上延

滞債権に該当するものはありま

せん。 

   なお、３ヵ月以上延滞債権と

は、元本又は利息の支払が、約

定支払日の翌日から３月以上遅

延している貸付金で破綻先債権

及び延滞債権に該当しないもの

であります。 

 (2) 貸付金のうち、３ヵ月以上延

滞債権に該当するものはありま

せん。 

   なお、３ヵ月以上延滞債権と

は、元本又は利息の支払が、約

定支払日の翌日から３月以上遅

延している貸付金で破綻先債権

及び延滞債権に該当しないもの

であります。 



  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日現在) 
当中間会計期間末

(平成17年９月30日現在) 
前事業年度末 

(平成17年３月31日現在) 

 (3) 貸付金のうち、貸付条件緩和

債権額は2,654百万円でありま

す。 

   なお、貸付条件緩和債権と

は、債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として、金利

の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の

債務者に有利となる取決めを行

った貸付金で、破綻先債権、延

滞債権及び３ヵ月以上延滞債権

に該当しないものであります。 

 (3) 貸付金のうち、貸付条件緩和

債権額は51百万円であります。 

   なお、貸付条件緩和債権と

は、債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として、金利

の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の

債務者に有利となる取決めを行

った貸付金で、破綻先債権、延

滞債権及び３ヵ月以上延滞債権

に該当しないものであります。 

 (3) 貸付金のうち、貸付条件緩和

債権額は53百万円であります。 

   なお、貸付条件緩和債権と

は、債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として、金利

の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の

債務者に有利となる取決めを行

った貸付金で、破綻先債権、延

滞債権及び３ヵ月以上延滞債権

に該当しないものであります。 

 (4) 破綻先債権額、延滞債権額、

３ヵ月以上延滞債権額及び貸付

条件緩和債権額の合計額は

6,365百万円であります。 

 (4) 破綻先債権額、延滞債権額、

３ヵ月以上延滞債権額及び貸付

条件緩和債権額の合計額は

1,617百万円であります。 

 (4) 破綻先債権額、延滞債権額、

３ヵ月以上延滞債権額及び貸付

条件緩和債権額の合計額は

2,819百万円であります。 

※５ 支払備金の内訳 

支払備金(出再支
払備金控除前、 
(ロ)に掲げる 
保険を除く) 

90,831百万円

同上にかかる 
出再支払備金 

14,790百万円

差引(イ) 76,041百万円

地震保険および 
自動車損害賠償 
責任保険にかか
る支払備金(ロ) 

10,545百万円

計(イ＋ロ) 86,586百万円

※５ 支払備金の内訳 

支払備金(出再支
払備金控除前、 
(ロ)に掲げる 
保険を除く) 

75,647百万円

同上にかかる
出再支払備金 

3,383百万円

差引(イ) 72,263百万円

地震保険および
自動車損害賠償 
責任保険にかか
る支払備金(ロ) 

10,632百万円

計(イ＋ロ) 82,895百万円

※５ 支払備金の内訳 

支払備金(出再支
払備金控除前、 
(ロ)に掲げる 
保険を除く) 

77,978百万円

同上にかかる
出再支払備金 

6,410百万円

差引(イ) 71,568百万円

地震保険および 
自動車損害賠償 
責任保険にかか
る支払備金(ロ) 

11,350百万円

計(イ＋ロ) 82,918百万円

※６ 責任準備金の内訳 

普通責任準備金
(出再責任 
準備金控除前) 

218,106百万円

同上にかかる 
出再責任準備 
金 

25,121百万円

差引(イ) 192,985百万円

その他の責任 
準備金(ロ) 

598,436百万円

計(イ＋ロ) 791,421百万円

※６ 責任準備金の内訳 

普通責任準備金
(出再責任 
準備金控除前) 

205,944百万円

同上にかかる
出再責任準備 
金 

9,843百万円

差引(イ) 196,101百万円

その他の責任
準備金(ロ) 

580,564百万円

計(イ＋ロ) 776,665百万円

※６ 責任準備金の内訳 

普通責任準備金
(出再責任 
準備金控除前) 

202,049百万円

同上にかかる
出再責任準備 
金 

9,065百万円

差引(イ) 192,983百万円

その他の責任
準備金(ロ) 

584,298百万円

計(イ＋ロ) 777,282百万円

※７ 貸出コミットメントに係る貸

出未実行残高は次のとおりであ

ります。 

 貸出コミット 
 メントの総額 

1,250百万円

 貸出実行残高 450百万円

 差引額 799百万円

※７ 貸出コミットメントに係る貸

出未実行残高は次のとおりであ

ります。 

 貸出コミット
 メントの総額 

1,400百万円

 貸出実行残高 536百万円

 差引額 863百万円

※７ 貸出コミットメントに係る貸

出未実行残高は次のとおりであ

ります。 

貸出コミット 
 メントの総額 

450百万円

 貸出実行残高 114百万円

 差引額 335百万円



  

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日現在) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日現在) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日現在) 

※８ 土地の再評価に関する法律

(平成10年３月31日公布法律第

34号)に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額につ

いては当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税

金資産」として資産の部に計上

し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として資本の

部に計上しております。 

  

※８ 土地の再評価に関する法律

(平成10年３月31日公布法律第

34号)に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額につ

いては当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税

金負債」として負債の部に計上

し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として資本の

部に計上しております。 

※８ 土地の再評価に関する法律

(平成10年３月31日公布法律第

34号)に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額につ

いては当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税

金資産」として資産の部に計上

し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として資本の

部に計上しております。 

 (1) 再評価の実施年月日 

   平成14年３月31日 

 (1) 再評価の実施年月日 

同左 

 (1) 再評価の実施年月日 

同左 

 (2) 同法律第３条第３項に定める

再評価の方法 

   土地の再評価に関する法律施

行令(平成10年３月31日公布政

令第119号)第２条第４号に定め

る地価税法第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎と

なる土地の価額を算定するため

に国税庁長官が定めて公表した

方法により算定した価額に合理

的な調整を行って算定する方法

のほか、同条第５号に定める鑑

定評価に基づいて算定しており

ます。 

 (2) 同法律第３条第３項に定める

再評価の方法 

同左 

 (2) 同法律第３条第３項に定める

再評価の方法 

同左 

 (3) 同法律第10条に定める再評価

を行った事業用土地の当中間会

計期間末における時価の合計額

と当該事業用土地の再評価後の

帳簿価額の合計額との差額 

   △7,839百万円 

 (3) 同法律第10条に定める再評価

を行った事業用土地の当中間会

計期間末における時価の合計額

と当該事業用土地の再評価後の

帳簿価額の合計額との差額 

   △8,505百万円 

 (3) 同法律第10条に定める再評価

を行った事業用土地の当期末に

おける時価の合計額と当該事業

用土地の再評価後の帳簿価額の

合計額との差額は、△7,855百

万円であります。 



(中間損益計算書関係) 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 正味収入保険料の内訳 

 収入保険料 182,915百万円

 支払 
 再保険料 

32,755百万円

 差引 150,159百万円

※１ 正味収入保険料の内訳 

 収入保険料 181,799百万円

 支払 
 再保険料 

32,925百万円

 差引 148,873百万円

※１ 正味収入保険料の内訳 

 収入保険料 359,467百万円

支払
 再保険料 

63,678百万円

 差引 295,788百万円

※２ 正味支払保険金の内訳 

 支払保険金 100,756百万円

 回収 
 再保険金 

23,037百万円

 差引 77,719百万円

※２ 正味支払保険金の内訳 

 支払保険金 101,714百万円

 回収 
 再保険金 

24,116百万円

 差引 77,597百万円

※２ 正味支払保険金の内訳 

 支払保険金 232,287百万円

回収
 再保険金 

66,294百万円

 差引 165,993百万円

※３ 諸手数料及び集金費の内訳 

 支払諸手数料 
 及び集金費 

29,832百万円

 出再 
 保険手数料 

2,565百万円

 差引 27,267百万円

※３ 諸手数料及び集金費の内訳 

 支払諸手数料
 及び集金費 

29,261百万円

 出再 
 保険手数料 

2,838百万円

 差引 26,422百万円

※３ 諸手数料及び集金費の内訳 

支払諸手数料 
 及び集金費 

59,133百万円

出再
 保険手数料 

5,318百万円

 差引 53,815百万円

――― ※４ 支払備金戻入額(△は繰入額)

の内訳 

支払備金戻入
額(出再支払
備金控除前、
(ロ)に掲げる
保険を除く) 

2,331百万円

同上にかかる
出再支払備金
戻入額 

3,026百万円

差引(イ) △695百万円

地震保険およ
び自動車損害
賠償責任保険
にかかる支払
備金戻入額
(ロ) 

718百万円

計(イ＋ロ) 22百万円

――― 

――― ※５ 責任準備金戻入額(△は繰入

額)の内訳 

普通責任準備
金戻入額(△
は繰入額)(出
再責任準備金
控除前) 

△3,894百万円

同上にかかる
出再責任準備
金戻入額(△
は繰入額) 

△777百万円

差引(イ) △3,117百万円

その他の責任
準備金戻入額
(ロ) 

3,734百万円

計(イ＋ロ) 616百万円

――― 



  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※６ 利息及び配当金収入の内訳 

 預貯金利息 0百万円

 買入金銭 
 債権利息 

10百万円

 有価証券利息 
 ・配当金 

7,043百万円

 貸付金利息 965百万円

 不動産賃貸料 992百万円

 その他利息・ 
 配当金 

168百万円

計 9,181百万円

※６ 利息及び配当金収入の内訳 

 預貯金利息 0百万円

 買入金銭
 債権利息 

3百万円

 有価証券利息
 ・配当金 

8,343百万円

 貸付金利息 764百万円

 不動産賃貸料 940百万円

 その他利息・
 配当金 

145百万円

計 10,197百万円

※６ 利息及び配当金収入の内訳 

 預貯金利息 1百万円

買入金銭
 債権利息 

18百万円

有価証券利息 
 ・配当金 

14,802百万円

 貸付金利息 1,815百万円

 不動産賃貸料 1,936百万円

その他利息・ 
 配当金 

323百万円

計 18,898百万円

※７ 特別利益は、不動産動産処分

益であります。 

※７ 特別利益は、不動産動産処分

益であります。 

※７ 特別利益は、不動産動産処分

益であります。 

※８ 特別損失のうち、特別法上の

準備金繰入額以外のものは、不

動産動産処分損であります。 

※８ 特別損失のうち、特別法上の

準備金繰入額以外のものは、次

のとおりであります。 

 減損損失 379百万円

 不動産動産
 処分損 

48百万円

計 427百万円

※８ 特別損失のうち、特別法上の

準備金繰入額以外のものは、次

のとおりであります。 

 不動産評価損 1,246百万円

不動産動産
 処分損 

321百万円

計 1,568百万円

――― ※９ 固定資産の減損損失に関する

事項は次のとおりであります。 

 (1) 資産をグルーピングした方法 

   保険事業等の用に供している

不動産等について保険事業等全

体で１つの資産グループとし、

賃貸用資産、遊休資産について

は、それぞれの物件ごとに１つ

の資産グループとしておりま

す。 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯 

   賃貸用資産の一部について

は、各々の不動産から生ずる損

益が継続してマイナスとなって

いるものがあり、これらの物件

のうち割引前将来キャッシュ・

フローの総額が帳簿価額を下回

っている物件について、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。 

   また、遊休資産等については

将来の用途が定まっていないこ

とから、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上し

ております。 

――― 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   (3) 減損損失を認識した資産グル

ープの概要及び減損損失の資産

種類ごとの内訳 

 (4) 回収可能価額の算定方法 

   賃貸用資産については、正味

売却価額と使用価値を比較し、

いずれか高い方の金額を回収可

能価額としております。また、

遊休資産については、正味売却

価額を回収可能価額としており

ます。 

   不動産の正味売却価額は、売

却予定額、不動産鑑定士による

鑑定評価額、路線価方式による

相続税評価額等を基に算定して

おります。また、使用価値の算

定に使用した割引率は8.5％で

あります。 

用途 種類 場所等

減損損失(百万円)

土地 建物
その
他 計

賃貸用 
不動産 

土地 
及び 
建物 

下関ビル 45 100 ― 145

遊休 
資産 

土地 
及び 
建物 

高山市内に保有
している用地等
(全27物件) 

123 63 ― 187

動産 
遊休不動産内や
倉庫に保管して
いる動産 

― ― 46 46

計 ― ― 168 163 46 379

  



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間会

計期間末残高相当額 

  

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間会計期間末残高

が不動産及び動産の中間会計期

間末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。 

  

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間会計
期間末残
高相当額
(百万円)

動産 891 735 156

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間会計期間末

残高相当額 

同左 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円)

中間会計
期間末残
高相当額
(百万円)

動産 365 108 ― 256

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

  

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が不動産及

び動産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

動産 710 594 115

② 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

１年内 125百万円

１年超 30百万円

合計 156百万円

② 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額等 

  

１年内 78百万円

１年超 178百万円

合計 256百万円

リース資産減損
勘定の残高 

―百万円

② 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 70百万円

１年超 45百万円

合計 115百万円

  なお、未経過リース料中間会計

期間末残高相当額は、未経過リ

ース料中間会計期間末残高が不

動産及び動産の中間会計期間末

残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定

しております。 

  

同左   なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末

残高が不動産及び動産の期末残

高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定して

おります。 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

  

 支払リース料 91百万円

 減価償却費相当額 91百万円

 支払リース料 22百万円

 リース資産減損
 勘定の取崩額 

―百万円

 減価償却費相当額 22百万円

 減損損失 ―百万円

 支払リース料 136百万円

 減価償却費相当額 136百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

  

  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 294.01円 １株当たり純資産額 338.59円 １株当たり純資産額 316.97円

１株当たり中間純利益 7.13円 １株当たり中間純利益 9.71円 １株当たり当期純利益 15.87円

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

7.12円
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益 

9.71円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

15.85円

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり中間(当期)純利益金額

 中間(当期)純利益(百万円) 3,148 4,305 7,014

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ―

 普通株式に係る 
 中間(当期)純利益(百万円) 3,148 4,305 7,014

 普通株式の期中平均株式数(千株) 441,187 443,097 441,922

潜在株式調整後１株当たり中間(当期) 
純利益金額 

 中間(当期)純利益調整額(百万円) ― ― ―

 普通株式増加数(千株) 709 52 485

 (うち自己株式取得方式による
  ストックオプション制度(千株)) (38) (―) (19)

 (うち新株予約権方式による 
  ストックオプション制度(千株)) (670) (52) (466)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり中間(当期)純利益の算定に含
めなかった潜在株式の概要 

該当ありません。 同左 同左 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

平成17年９月30日に提出した有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

  

  

(1) 
  

有価証券報告書及び 
その添付書類 

事業年度 
(第88期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月30日 
関東財務局長に提出。 

            

(2) 
  

有価証券届出書及び 
その添付書類(新株予約権) 

    
平成17年９月30日 
関東財務局長に提出。 

            

(3) 
  

有価証券届出書の訂正届出書 
  

    
平成17年９月30日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月２１日

富士火災海上保険株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富士火災海上保険株

式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１６年４月１日から平成１６

年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中

間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、富士火災海上保険株式会社及び連結子会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期

間（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示して

いるものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 吉 田 周 邦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 澤 口 雅 昭 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月２１日

富士火災海上保険株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富士火災海上保険株

式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７

年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中

間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、富士火災海上保険株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期

間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示して

いるものと認める。 

  

追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は、当中間連結会計期間から改正後の退職給

付に係る会計基準等を適用し、中間連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 吉 田 周 邦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 澤 口 雅 昭 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月２１日

富士火災海上保険株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富士火災海上保険株

式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第８８期事業年度の中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６

年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、富士火

災海上保険株式会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年４月１日から平成

１６年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 吉 田 周 邦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 澤 口 雅 昭 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月２１日

富士火災海上保険株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富士火災海上保険株

式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第８９期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７

年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、富士火

災海上保険株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成

１７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間から改正後の退職給付に係る

会計基準等を適用し、中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 吉 田 周 邦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 澤 口 雅 昭 
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